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■計画の基本情報

R 4 ～ R 8

亀山市行政DX推進計画に関する実績等報告書（令和６年度）

位置付け

本計画は、デジタル社会形成基本法及び官民データ活用推進基本法に基づき、デジタル社
会の形成や官民データ活用の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、市域の特性
を生かした自主的な施策等を策定し実施するための分野別計画として、行政DXの推進を図
るもの。

政策部　DX推進室

目的・概要

計画期間 年度

デジタル技術を積極的に活用することによって、人々の生活をより良い方向に変化させるた
め、「利用者中心の行政サービス」への変革を図る。

計画の骨格

本計画は、「人々の生活をより良い方向に変化させるため、利用者中心の行政サービスへ変
革します」を基本理念として、３つの基本方針及び基本方針に基づく２４の重点施策を設定
し、実施計画に８５の具体的な取組を掲げています。

基本理念
人々の生活をより良い方向に変化させるため、
利用者中心の行政サービスへ変革します

基本方針 重点施策

１　行政サービスのDX (１) 行政手続のオンライン化の推進

(２) マイナンバーカードの普及促進

(３) 問い合わせの自動応答環境の整備

(４) 住民情報系システムの充実と窓口のデジタル化の推進

(５) 公金収納のデジタル化の推進

(６) 情報発信の多様化の検討

２　行政経営のＤＸ (１) 情報システムの標準化・共通化の推進

(２) タブレット端末の活用の推進

(３) ＡＩ・ＲＰＡの活用の拡充

(４) テレワークの推進

(５) ＷＥＢ会議の推進

(６) 文書等のデジタル化の推進

(７) 内部情報系システムの充実と内部事務のデジタル化の推進

(８) クラウド化の推進

(９) データ活用の推進

(１０) 庁内無線ＬＡＮの拡充

(１１) 学校・保育現場等のデジタル化の推進

(１２) 情報セキュリティ対策の強化

３　市民・地域のＤＸ （１）地域のデジタル化の促進

(２) オープンデータ化の推進

(３) サテライトオフィス 等の検討

(４) Ｗｉ－Ｆｉ 環境の整備

(５) 防災や被災者支援の仕組みの構築

(６) 情報格差への対応



■成果指標

1
2

■計画の実績等

目標値現状値
実績値
（R6）単位

成果指標名

設定なし

【令和6年度に実施した主な取組】
・行政手続オンライン化の拡充
・マイナンバーカードの普及促進
・住民情報系システムの運用
・タブレット端末の活用（道路パトロール）
・AI議事録支援（自動文字起こし）システム活用
・電子決裁の活用に伴う文書等のデジタル化
・職員コミュニケーションのデジタル化
・公共料金の支払い事務のデジタル化推進
・多言語情報メール配信事業
・デジタル・ディバイドを解消するための学びの機会の創出

・行政手続の洗い出しを全庁的に行い、オンラインの可否等を調査し可能なものからオ
ンライン化を進めた。
・マイナンバーカード普及促進に資する方策を継続し交付率が89.84％となった。カード
普及に伴い、コンビニ交付件数が 14,757件となり、昨年度から723件増加したほか、マ
イナポータルによる転出届の利用者数は昨年度から約2倍の287人となった。
・地方公共団体情報システム標準化について、令和7年度に移行を予定しているシステ
ムの、円滑かつ安全に移行するための環境を整えることができた。
・道路パトロールにおいて、タブレット端末や電子申請フォーム作成ツールを活用して、異
常個所の逐次共有、データ保存を1,379件行った。
・AI議事録作成支援システムを導入し、225件/年の利用があり、事務効率化を図ること
ができた。
・文書管理の電子決裁比率が86.30％となり、管理コストの削減に寄与した。
・ビジネスチャットを活用し、約9,900件/月の利用があり、情報共有やコミュニケーション
の活性化及び円滑化を図ることができた。
・各部署が管理する公共料金の明細データを、財務会計システムに取り込むことにより、
財務課にて一括起票することで事務の効率化を図った（明細数350→20枚/月）。
・映像及び電話通訳による多言語対応に努めるとともに、従前の紙版の多言語広報紙
に替わり電子版多言語広報を10言語対応で発信することができた。
・公民館講座では、デジタルデバイド解消につながる講座を実施し、かめやま人キャンパ
スでは、SNSやCANVAといったツールの活用について学べる講座を継続実施した。

情報システムの適切な運用により、安定稼働を図るとともに、タブレットやビジネスチャッ
ト、AI議事録作成支援システム等の活用、文書等のデジタル化推進等により、行政DXの
推進基盤の整備につなげた。また、マイナンバーカードの普及により、証明書のコンビニ
交付件数やマイナポータルを利用した転出届の件数が増加したほか、デジタルデバイド
の是正に向けた取組など、行政DXによる市民サービスの向上に寄与することができた。

令和6年度に計画していた情報システム等の運用について、概ね計画どおりに実施でき
たが、こうしたシステムの維持・継続に当たり、関連する制度改正やデジタル技術の進展
等、社会情勢の変化に注視し、適切に対応していく必要がある。また、今後計画している
情報システム等の導入・更新・改修等について、円滑かつ安全に実施する必要がある。

地方公共団体情報システム標準化に円滑かつ安全に対応するとともに、システムの保
守期限等を管理し、更新等の運用を適切に実施する。また、マイナンバーカードの活用
も含め、行政手続のオンライン化の更なる拡充のほか、AIを含む新たなデジタル技術の
活用など、行政DXの一層の推進を図る。

今後の方向性

反省点・課題

取組実績

成果

総合計画
推進への
寄与度



亀山市行政DX推進計画実績一覧
第１節　行政サービスのDX
No. 重点施策 取組名 目的・内容 目指す成果 R4 R5 R6 R7 R8 令和４年度 令和５年度 令和6年度 担当

取組実績・成果 取組実績・成果 取組実績・成果 課題・問題点 進捗度評価 今後の方向性

①
（1）
1

(１) 行政手続
のオンライン
化の推進

全庁的な行政
手続のオンラ
イン化推進

利用者の利便性向上と業務の
効率化を図るため、マイナン
バーカードを用いて申請を行
うことが想定される手続につ
いて、マイナポータルからマ
イナンバーカードを用いたオ
ンライン手続を拡充する。ま
た、その他の手続等について
も、可能なものからオンライ
ン化を検討する。

オンライン手続の拡充
R3 6件→R8 20件

拡充に向け
た検討

オンライン
手続の拡充

オンライン
手続の拡充

オンライン
手続の拡充

オンライン
手続の拡充

国が指定している「特に国民の利便性
向上に資する手続」のうち、新たに4
手続きのオンライン申請を可能とし、
合計11手続まで拡充した。また、引
越しワンストップサービスの運用を開
始したほか、新たに申請管理システム
を導入した。

国指定の「特に国民の利便性向上に資
する手続」のうち、新たに1手続をオ
ンライン化したほか、消防関係８手続
をオンライン化し、ぴったりサービス
全体で、合計20手続に拡充した。ま
た、従来のぴったりサービスに加え
て、新たに導入した電子申請フォーム
作成ツールを活用した、健康都市大学
や検診等の申込、各種アンケート等の
オンライン化により、利用者の利便性
向上と業務の効率化を図った。

ぴったりサービスについて、本市で実
施している20手続の維持管理に努め
たほか、拡充に向けて実務担当部署と
協議を行った。また、オンライン手続
きの更なる拡充に資する取組として、
行政手続等の洗い出しと、それらのオ
ンライン化の可否等に関する調査を全
庁的に実施した。当該調査結果を分析
した上で手続をランク分けし、実現
性、効果性の高い手続から順次、オン
ライン化を進めた。

今後も継続して、実現性、効果性の高
い手続から順次、オンライン化を進め
るとともに、オンライン化に課題のあ
る手続についても、その課題整理を行
い、行政事務の効率化に伴う行政コス
トの削減はもとより、行政サービスの
質と利便性の向上につなげて行く必要
がある。また、恒常的な手続きについ
ては、まとめサイトを作成するなど、
利用者の利便性の一層の向上を図る必
要がある。

B
まずまず
進んだ

様々な行政手続きについて、実現性や
効果性の高い手続きから順次オンライ
ン化を進めるとともに、オンライン化
に課題のある手続きについても、その
課題整理を行う。また、恒常的な手続
きについては、まとめサイトを作成す
るなど、利用者の利便性の一層の向上
を図る。

政策部DX推
進室

①
（1）
2

(１) 行政手続
のオンライン
化の推進

行政手続のオ
ンライン化推
進
（消防）

デジタル・ガバメント実行計
画（R2.12.25閣議決定）にお
いて、オンライン化を実現す
べき行政手続とされた消防法
令に規定する申請等のオンラ
イン化を進めることで利用者
の利便性を高める。

オンライン手続の導入
（10様式）

関係課と協
議
オンライン
手続の導入
（8様式）

オンライン
手続登録様
式の追加
（2様式）

継続 継続 継続

火災予防分野の8様式について、ぴっ
たりサービスへ様式の登録を行い、テ
スト申請の確認も終えているが、最終
手続きの段階で問題が発生したため導
入まで至っていない。

令和4年度に予定していた、火災予防
分野8様式のオンライン手続の導入を
完了した。

令和6年度はマイナポータル「ぴった
りサービス」を利用して8件の申請が
あった。オンライン手続登録様式の追
加は、消防庁から別システム移行の通
知を受けたため実施していない。

令和6年度末にマイナポータル「ぴっ
たりサービス」の受付を停止し、電子
政府の総合窓口「e-Ｇov」へ移行す
るとの通知を消防庁から受けている
が、指定の69様式全てを電子申請に
するというe-Ｇov利用条件の課題解
決のため、導入を見合わせている。

C
あまり進
まなかっ

た

e-Ｇov利用を見合わせる原因となっ
ている、添付可能なファイルサイズや
申請手数料の納付方法等の課題解決を
図り、令和8年度からe-Ｇovでの電子
申請受付開始を目指します。

消防本部予
防課予防グ
ループ

①
（1）
3

(１) 行政手続
のオンライン
化の推進

マイナンバー
カード所有者
の転出・転入
手続ワンス
トップサービ
スの導入

マイナポータル等を通じたオ
ンラインによる転出届・転入
（予約）のサービスを令和5年
2月に開始する。住民への効果
として、転出手続きのための
来庁が不要となること及び及
び転入予約となることで手続
きにかかる所要時間が短縮さ
れる。

市民の利便性の向上及び安定
的な運用

利便性の積
極的な周知
及び安定的
な運用

継続 継続 継続 継続

転出届についてマイナポータルを通じ
たオンラインでの届出が可能になった
ことを広報紙等で周知したことによ
り、月平均35人の利用があり、市民
の利便性向上に繋がっている。また、
転出者は原則来庁不要となり転入者は
事前に予約となることで準備を行い待
ち時間の短縮が図れた。

転出届についてマイナポータルによる
オンラインでの届出が可能であること
を広報紙等で周知したことにより、令
和5年度はのべ141人の利用があり、
市民の利便性向上に繋がった。（これ
により、転出者は原則来庁不要となっ
た。）

令和４年度より、転出届について、マ
イナポータルによるオンラインでの届
出が可能となり、転出者は原則来庁不
要となった。当該制度について、広報
やホームページで周知を行い、令和６
年度の利用者は、のべ２８７人と前年
比で２倍となり、市民の利便性向上に
つながった。

転出においては、オンラインで一括手
続きができない業務もある。関連部署
との綿密な連携や市民に直接連絡をと
ることが必要な場合もあるため、庁舎
や部署を超えてワンストップで一括し
た手続きができるようなシステムを構
築することが望ましい。

B
まずまず
進んだ

市民の利便性の向上を図るため、市広
報、ホームページ等で積極的な周知を
行い、ワンストップサービスの利用促
進を図る。今後は、窓口入力支援シス
テムの利用を促進することにより、来
庁者の負担軽減及び申請時間の短縮を
図る。

市民文化部
市民課戸籍
住民グルー
プ

①
（1）
4

(１) 行政手続
のオンライン
化の推進

図書館情報シ
ステムの運用

図書館利用者が、図書館情報
システムのweb機能により、
資料の検索・予約、確保連絡
をメールで受け取ることがで
きる。
（令和元年からクラウドサー
ビスである図書館情報システ
ムを使用している）

利用案内を進め、web予約等
の利用の件数・割合を増や
し、図書利用を促進する。

図書館情報
システムの
運用管理

継続 継続 継続 継続

新図書館開館に合わせて、予約・リク
エストにかかる書式の整理・変更し、
業務の合理化を行った。
図書館における電子サービスの利用方
法の講座を開催した。

予約・リクエストにかかる書式の整
理・変更し、業務の合理化を実施する
とともに、図書館における電子サービ
スの利用方法の講座を開催した。

予約・リクエストにかかる書式の整
理・変更し、業務の合理化を継続して
実施した。新規利用者等、機会を捉え
た案内を順次行った。

機能・サービスは継続的に実施してい
るが、未だ一部の利用者にしか認知さ
れていない状況がある。

A
順調に進んだ

より多くの市民に認知され活用される
よう、利用案内の周知を引き続き実施
し、Web予約等の件数・割合の向上
を目指す。 教育委員会

事務局図書
館

①
（2）
1

(２) マイナン
バーカードの
普及促進

マイナンバー
カードの出張
申請受付会場
の拡充及び新
規申請者にク
オカードの進
呈

市民の利便性向上及び事務の
効率化を図る。施設等で出張
申請を行うとともに出張会場
や窓口で申請後郵送で受け取
る方法で一括手続きをされた
方を対象に1,000円分のクオ
カードを進呈しマイナンバー
カードの普及促進に努める。

市民の利便性の向上及び安定
的な運用

積極的な周
知及び申請
機会の提供

市内4郵便
局で申請受
付が出来る
よう申請機
会の拡充

継続 継続 継続

マイナンバーカードの申請及び交付に
ついては積極的に事業所や各地域に出
張申請を行うとともに、第2.4日曜日
及び毎週火曜.木曜日の夜間に窓口を
開設した。また、クオカードを進呈
し、インセンティブを図り普及促進に
努めたことにより申請率・交付率が向
上した。

マイナンバーカードの申請及び交付に
ついては商業施設や図書館などで出張
申請（17回）を行うとともに、第2.4
日曜、毎週火曜（9月のみ）及び毎週
木曜の夜間に窓口を開設した。また、
クオカード（701枚）を進呈して、普
及促進に努めたことにより申請率・交
付率が向上した。

マイナンバーカードの申請及び交付に
ついては商業施設や図書館などで出張
申請（9回）を行うとともに、第2.第
4日曜の午前及び毎週木曜の夜間に窓
口を開設した。6月以降は、個人宅や
施設などの個別訪問を実施して普及促
進に努めたことにより申請率・交付率
が向上した。

交付率:89.84％

令和６年１２月２日以降、現行の保険
証の新規発行は停止され、使用中の保
険証は、その有効期限（最⾧で令和７
年１２月１日）まで使用可能である
が、カード未取得者や、保険証連携を
希望しない市民も存在する。

A
順調に進

んだ

新生児は、速やかに医療を受けること
ができるよう、出生届出時にマイナン
バーカードの特急発行を勧めている。
また、引き続き介護施設や個人宅への
個別訪問による申請機会の拡充を図
り、継続してマイナンバーカードの普
及促進に努める。

市民文化部
市民課戸籍
住民グルー
プ



No. 重点施策 取組名 目的・内容 目指す成果 R4 R5 R6 R7 R8 令和４年度 令和５年度 令和6年度 担当

取組実績・成果 取組実績・成果 取組実績・成果 課題・問題点 進捗度評価 今後の方向性

①
（2）
2

(２) マイナン
バーカードの
普及促進

マイナンバー
カードを活用
した各種証明
書のコンビニ
交付の導入

マイナンバーカードを利用し
て全国のコンビニで住民票の
写し・印鑑登録証明書等を発
行できるコンビニ交付サービ
スを継続し市民の利便性の向
上を図る。また、サービスの
継続と、マイナンバーカード
の普及促進に努める。

市民の利便性の向上及び安定
的な運用

利便性の積
極的な周知
及び安定的
な運用

継続 継続 継続 継続

コンビニ交付サービスについて、わか
りやすいチラシを作成し、窓口やマイ
ナンバーカード申請及び交付時に配布
したり、広告付窓口案内システム等で
周知を行い、利用率の向上を図った。
コンビニ交付サービス証明書発行部数
（年間） 9,501部（全体の19.6％）
（R3 5,855部 全体の14.7％）前
年度より発行部数約1.6倍増加した。

コンビニ交付サービスについて、わか
りやすいチラシを作成し、窓口やマイ
ナンバーカード申請時及び交付時に配
布するほか、広告付窓口案内システム
等で周知を行い、利用率の向上を図っ
た。
コンビニ交付サービス証明書発行部数
（年間） 14,034部（全体の27.8％）
（R4 9,501部 全体の19.6％）前
年度より発行部数約1.5倍増加した。

コンビニ交付サービスについて、わか
りやすいチラシを作成し、窓口やマイ
ナンバーカード申請時及び交付時に配
布するほか、広告付窓口案内システム
等で周知を行い、利用率の向上を図っ
た。また、コンビニ交付システムが導
入後５年経過し、安定したサービス提
供を行うため、コンビニ交付システム
の更新を行った。
コンビニ交付サービス証明書発行部
数:令和6年度実績 14,757部（全体
の31.0％）(R5 14,034部 全体の
27.8％)となり、前年度より増加し
た。

コンビニ交付サービスを利用したが、
証明書が取れないという問い合わせを
受けることがある。多くは、操作誤り
や電子証明書の有効期限切れという申
請者自身の理由であるが、他市本籍の
戸籍証明書を取得するには、事前に本
籍地の承認が必要となるなど、コンビ
ニ交付サービス最大の特徴である即時
発行・時間外発行ができない場合があ
る。

A
順調に進

んだ

コンビニ交付サービスを正しく理解し
てもらうことが、問い合わせを減らす
ことにつながるため、カード交付時や
転入時にチラシを配布して、利用登録
申請の方法を含むコンビニ交付サービ
スの周知・説明を引き続き行ってい
く。

市民文化部
市民課戸籍
住民グルー
プ
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(２) マイナン
バーカードの
普及促進

図書館テーマ
展示

担当部署の協力の下、マイナ
ンバーカードの普及啓発のた
め、広報ポスターの掲示、関
連図書の紹介・展示を行う。

マイナンバーカードやマイナ
ンバー制度に関する情報を提
供し、普及促進につなげる。

図書館テー
マ展示の実
施

継続 継続 継続 継続

年度末から次年度に掛けて、新生活を
行う人向けの展示を行い、マイナン
バー制度やマイナンバーカードに関連
する図書やポスター等による啓発を
行った。

年度末から次年度に掛けて、新生活を
行う人向けの展示を行い、マイナン
バー制度やマイナンバーカードに関連
する図書やポスター等による啓発を
行った。

年度末から次年度にかけて、新生活を
迎える市民に向けてマイナンバー制度
やマイナンバーカード関連の図書やポ
スター等を用いた展示・啓発を実施。

効果測定が難しい。 A
順調に進んだ

資料整備を進め、展示や出張申請会場
の活用により普及促進を図る。「管理
運営の基本的な方針」に基づき、図書
館での制度活用に関する情報収集を継
続する。

教育委員会
事務局図書
館
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(３) 問い合わ
せの自動応答
環境の整備

チャットボッ
トによる自動
応答環境の整
備

各種手続きや質問などに時間
や場所にとらわれることなく
対応できるよう、日本での利
用率が高いSNS「LINE」を導
入し、チャットボットによる
自動応答環境を整備する。

市公式LINE登録者数
R8:5,000人

検討

市公式LINE
の導入
（チャット
ボットの活
用）

市公式LINE
の運用管理
（チャット
ボットの活
用）

市公式LINE
の運用管理
（チャット
ボットの活
用）

市公式LINE
の運用管理
（チャット
ボットの活
用）

市の持つ広報媒体の特性とLINE導入
時のメリットを整理したほか、次年度
の公式LINEアカウントの開設に向け
て、工程案を作成した。

道路や公園の損傷、不法投棄、漏水な
どについて通報できるシステムや電子
申請可能なメニューを備えたLINE公
式アカウントを構築し、令和6年3月
から試行運用を開始した。試行期間の
友だち登録数は、1,445人となった。

道路や公園の損傷、不法投棄、漏水な
どについて通報できるシステムや電子
申請可能なメニューを備えたLINE公
式アカウントの運用を令和6年4月か
ら開始した。友だち登録数は3,585人
（R7.3月末時点）

LINE公式アカウントを利用して、よ
り多くの情報入手や手続きができるよ
う、継続的な配信内容の充実が必要で
ある。

B
まずまず
進んだ

各種手続きにおいて、友だち登録者の
増加に取り組みながら、チャットボッ
トを活用した自動応答内容の充実を
図っていく。

政策部広報
秘書課広報
グループ
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(４) 住民情報
系システムの
充実と窓口の
デジタル化の
推進

住民情報系シ
ステムの運用

住民情報系システムは、税・
住民記録・国保等を取り扱う
総合住民情報システムと福祉
関係を取り扱う総合保健福祉
システムから成り立ってお
り、これらのシステムを安定
稼働させることにより、住民
サービスの維持及び充実を図
る。（総合住民情報システ
ム、総合保健福祉システム）

システムの安定稼働と適切な
更新

重大なインシデント件数:0件

総合住民情
報システム
更新
機器及びシ
ステムの管
理

機器及びシ
ステムの管
理

機器及びシ
ステムの管
理

機器及びシ
ステムの管
理
システム標
準化の実施

機器及びシ
ステムの管
理

総合住民情報システム及び総合保健福
祉システムについて、データセンター
における監視や保守の適切な実施によ
り、安定してシステムを稼働させるこ
とができたほか、総合住民情報システ
ム更新等により、住民サービスの維持
及び充実を図ることができた。

総合住民情報システム及び総合保健福
祉システムについて、データセンター
における監視や保守の適切な実施によ
り、システムを安定稼働させ、住民
サービスの維持及び充実を図ることが
できたほか、令和７年度までに国が策
定する標準仕様に準拠したシステムへ
移行するため、標準仕様と現行システ
ムとの比較分析（フィット＆ギャップ
分析）を行うなど、準備作業を進める
ことができた。

総合住民情報システム及び総合保健福
祉システムについて、大きなシステム
障害なく、安定稼働させることにより
住民サービスの維持及び充実を図っ
た。また、地方公共団体情報システム
標準化については、標準準拠システム
への安全な移行を図るため、ベンダー
等との調整により、一部システムを特
定移行支援システムとし、より適切な
工程管理に努めたほか、令和７年度に
移行を予定しているシステムについて
は、円滑かつ安全に移行するための環
境を整えることができた。

情報システム標準化について、令和6
年度に実施した準備作業を踏まえ、令
和7年度に標準準拠システムに移行を
予定しているシステムについては、引
き続き、システム保守委託業者及び担
当課との詳細な調整を図る必要があ
る。また、令和8年度以降に標準準拠
システムへの移行を予定している特定
移行支援システムについても、移行に
向けた環境整備を進める必要がある。

B
まずまず
進んだ

引続き、住民情報系システムの監視や
保守を適切に実施する。また、情報シ
ステム標準化について、システム保守
委託業者や担当課との調整を綿密かつ
円滑に行い、国が策定する標準仕様に
準拠したシステムへ円滑かつ安全に移
行するほか、特定移行支援システムと
して令和8年度以降に情報システム標
準化に対応するシステムについて、円
滑かつ安全に標準準拠システムへ移行
するための環境整備を進める。

政策部DX推
進室
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(４) 住民情報
系システムの
充実と窓口の
デジタル化の
推進

申請管理シス
テムの導入

ぴったりサービスにおいてオ
ンラインで申請されたデータ
を住民情報系システムへ自動
で取り込むことで、業務の効
率化・迅速化を図る。

オンライン申請データ自動取
込による業務効率化・迅速化

申請管理シ
ステムの検
討及び導入

システムの
管理

システムの
管理

システムの
管理

システムの
管理

引越しワンストップサービスやぴった
りサービスで申請のあったデータを住
民情報系システムへ自動で取り込む
「申請管理システム」を導入し、業務
の効率化・迅速化につながる環境を構
築した。

転出・転入手続ワンストップサービス
で申請のあったデータを住民情報系シ
ステムへ自動で取り込む「申請管理シ
ステム」の運用により、業務の効率
化・迅速化を図った。

転出・転入手続ワンストップサービス
で申請のあったデータを住民情報系シ
ステムへ自動で取り込む「申請管理シ
ステム」の安定稼働により、業務の効
率化・迅速化を継続することができ
た。
自動取込:492件

申請管理システムの保守等を適切に実
施し、安定稼働に努め、引き続き当該
業務の効率化・迅速化を図る必要があ
る。

A
順調に進

んだ

申請管理システムの保守等を適切に実
施し、安定稼働を図る。

政策部DX推
進室
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(４) 住民情報
系システムの
充実と窓口の
デジタル化の
推進

確定申告オン
ライン予約受
付

現在、確定申告相談の受付は
来庁のうえ、税務課窓口受付
付近に設置してある受付簿に
氏名を記載して受付を行って
いるが、スマートフォン等か
らインターネットを利用して
相談希望日、相談希望時間の
事前予約を可能とすることで
順番待ちの混雑緩和や待ち時
間の短縮に繋げる。

順番待ちの混雑緩和
順番待ち時間の短縮
相談職員の適正配置の柔軟化

導入

前年度の反
省点を踏ま
えたうえで
継続

継続 継続 継続

インターネットを利用した事前予約を
可能としたが、令和４年度の申告会場
利用者数は2,720件に対して、内イン
ターネットを利用しての事前予約は
51件と実績が少なかった。そのため
混雑緩和、待ち時間の短縮にはあまり
つながらなかった。

令和５年度(R6.2.16-R6.3.15)の本庁
申告会場利用者数は、2,056件に対し
て、内インターネットを利用した事前
予約件数は23件(全体の約1%)と前年
度実績を下回ったが、これは、イン
ターネットを利用して申告書を送信す
るe-tax利用者が増加したことにより
本庁申告会場利用者が減少したものと
思われる。

令和6年度(R7.2.17-3.17)の本庁申告
会場の利用者数は、2,083件に対して
内インターネットを利用した事前予約
件数は25件(全体の約1%)と前年度並
みとなった。ただし、e-taxによる電
子申告件数は前年比約450件増加して
いるため、今後は電子申告が浸透して
いくと思われる。

現在オンライン予約は、自身がスマー
トフォンを操作して申告することが条
件となっているが、申告者のほとんど
が年金受給者の高齢者で占める本市の
場合、待ち時間があっても職員に申告
書を作成して欲しい相談者が多く、相
談希望日や相談日時が事前予約できる
メリットがあるものの利用者の伸びに
つながらない。

C
あまり進
まなかっ

た

電子申告の利用者は増加傾向にあるも
のの本市のオンライン予約について
は、ほぼ横ばい状態である。そのた
め、令和７年度からロゴフォームを使
用した予約システムを構築し、経費削
減を図る。また、令和７年１月に開催
した税務署職員によるスマートフォン
を使用した市民向けの確定申告説明会
を今後も継続し、スマートフォンを利
用した電子申告の普及を図っていく。

総務財政部
税務課市民
税グループ
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(４) 住民情報
系システムの
充実と窓口の
デジタル化の
推進

図書館情報シ
ステム
（座席予約シ
ステム）

亀山市立図書館の駅前移転
(R5.1開館)に合わせ、座席予
約システムの整備を行う。
利用者がインターネットや館
内端末で、図書館の座席等の
予約・利用受付を行うセルフ
化及び利用開始と終了の自動
化、管理端末からの集中管理
機能の構築を行うことで、利
用者の利便性の向上を図ると
ともに図書館職員の業務効率
化を実現させる。（イニシャ
ルのみ生涯学習課の主要事
業）

利用者にとって、公平な利
用、手続きの効率化による利
便性向上。
図書館利用の促進。
窓口業務等の効率化し、移転
に伴い増加する窓口業務等に
対応する。

整備 継続 継続 継続 継続

亀山市立図書館の駅前移転(R5.1開
館)に合わせ、座席予約システムの整
備を行った。
多くの方に利用いただき、窓口での手
続等を省いて席を予約いただいてい
る。
利用者自らが座席予約システムを使う
ことで、自動化されたプロセスにより
人的ミスなどによる手間や対応の増加
を抑えることができた。

座席予約システムの整備により、多く
の方の利用いただくことで窓口の手続
等を省き、座席確保と管理の効率化が
図られた。

システムは安定して稼働している。ま
た、利用者も操作に慣れてきた人が多
くなってきている様子が伺える。
利用者から寄せられた意見や利用状況
から、設定変更や表現、案内の仕方な
どを改善してきている。
令和6年度は、日平均124件の利用が
あった。

初めて利用される方への説明・案内が
依然として必要であり、利用間違いや
混乱が散見される可能性がある。円滑
な利用促進のため、引き続き利用案内
や利用方法の周知を行う。

A
順調に進んだ

窓口や館内案内表示を通じて積極的に
利用方法を周知するとともに、利用状
況を踏まえた席数・時間制限の見直し
を随時行い、より使いやすく改善す
る。

教育委員会
事務局図書
館
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(４) 住民情報
系システムの
充実と窓口の
デジタル化の
推進

図書館情報シ
ステム
（図書のICタ
グ管理化）

亀山市立図書館の駅前移転
(R5.1開館)に合わせ、ICタグ
による図書管理を開始し、自
動貸出機・自動返却機による
利用者の利便性向上、セキュ
リティゲートによる不明本・
不正持出防止、IC蔵書点検機
による図書館職員の業務効率
化を実現させる。（イニシャ
ルのみ生涯学習課の主要事
業）

利用者にとって、利便性向
上、プライバシーの確保。
図書館利用の促進。
蔵書管理を効率化し、移転に
伴い増加する窓口業務等に対
応し、レファレンスサービス
等を強化する。

整備 継続 継続 継続 継続

亀山市立図書館の駅前移転(R5.1開
館)に合わせ、図書へのICタグ貼付、
自動貸出機・自動返却機、セキュリ
ティゲート、IC蔵書点検機等の整備
を行った。ICタグによる図書管理を
開始し、貸出や返却の手間を軽減し、
効率的な図書管理が可能となった。

図書へのICタグ貼付、自動貸出機・
自動返却機、セキュリティゲート、
IC蔵書点検機等の整備により、貸出
や返却の手間を軽減し、効率的な図書
管理が行われた。

システムは安定して稼働しており、貸
出や返却の手間を軽減し、効率的な図
書管理が行われた。また、利用者も慣
れてきた人が多くなってきている様子
が伺える。
令和6年度は、
入館者数 日平均947人
貸出人数 日平均219人
貸出冊数 日平均996冊

自動貸出機や自動返却機の利用案内を
継続的に行っていかなければならな
い。
レファレンスサービスの周知及び強化
に努める。

A
順調に進んだ

図書館情報システムの安定的な運用に
より適切にサービスを提供する。定期
的な操作説明会の実施、館内掲示・マ
ニュアルの強化、職員による個別サ
ポートを継続し、利用者が安心して使
える体制を整える。

教育委員会
事務局図書
館
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(４) 住民情報
系システムの
充実と窓口の
デジタル化の
推進

都市計画関連
情報発信の拡
充

都市計画情報について、公開
型GISを活用し、最新の情報
を提供する。

適時最新情報の提供を行う

都市計画変
更に伴い、
公開情報の
更新を行う

継続 継続 継続 継続

公開型GISの都市計画情報について、
追加された情報の更新を実施した。
閲覧者がわかり易く、操作し易いよ
う、メニュー画面の再構築、印刷設定
の追加、凡例の改良等を実施した。
また、誤った記述等の有無を定期的に
確認し、迅速に修正等を行った。

公開型GISの都市計画情報について、
追加された情報の更新を実施した。
閲覧者がわかり易く、操作し易いよ
う、メニュー画面の再編、印刷設定及
び凡例の変更等を実施した。

みずきが丘及びアイリス町の用途地域
変更手続きに伴い庁内GISの都市計画
情報について、追加された情報の更新
を実施した。

関連法令の手続きに伴い、用途地域変
更決定が令和７年度となることから、
決定後に公開型GIS更新委託業者によ
り更新作業を行う。

A
順調に進

んだ

用途地域の変更決定後、速やかに公開
型GIS更新委託業者への発注を行い、
早期の情報発信に努める。

建設部都市
整備課都市
計画グルー
プ

①
（4）
7

(４) 住民情報
系システムの
充実と窓口の
デジタル化の
推進

登山者との双
方向の情報共
有

亀山７座登山道等の適正な管
理を行うことを目的とし、主
に登山者が登山道の問題を写
真に撮って位置情報と共にレ
ポート投稿することにより、
迅速な問題解決につなげる。

投稿されたレポートへ迅速に
対応することによる事故等の
未然防止

投稿された
レポートへ
の対応

投稿された
レポートへ
の対応

投稿された
レポートへ
の対応

投稿された
レポートへ
の対応

投稿された
レポートへ
の対応

投稿されたレポートに対して、調査・
修繕等を行うとともに、必要に応じて
他課と情報共有するなど、迅速に対応
した。

投稿されたレポートに対して、調査・
修繕等を行うとともに、必要に応じて
他課と情報共有するなど、迅速に対応
した。

投稿されたレポートに対して、調査・
修繕等を行うとともに、必要に応じて
他課と情報共有するなど、迅速に対応
した。

年々、Fix My Streetの利用が減って
いるため、亀山市公式ラインに一本化
できるか検討する。

B
まずまず
進んだ

Fix My Streetの利用状況を検討した
結果、亀山市公式ラインの機能で十分
賄えることから、ラインに一本化す
る。

産業環境部
商工観光課
観光・地域
ブランドグ
ループ

①
（5）
1

(５) 公金収納
のデジタル化
の推進

多様な収納の
連携

共通納税システムの活用が拡
充されていく中、クレジット
収納やスマホアプリ収納など
多様な手段を連携させ、電子
納付の利便性を高める。

令和5年度から税目拡大（固定
資産税、軽自動車税）

システム改
修

共通納税シ
ステム税目
拡大稼働
（固定資産
税、軽自動
車税）

継続 継続 継続

eLTAXを活用した電子納税を可能とし
た地方税共通納税システムにおいて、
税目拡大に対応できるようにシステム
改修を行った。また、納付書へ統一規
格二次元コード印刷に対応するため、
テスト帳票等の確認を行った。

当該年度より固定資産税・都市計画
税、軽自動車税は納付書に統一規格二
次元コードを記載し、電子納税が可能
となり、全国の金融機関、スマホアプ
リ等での納付が可能となった。
スマホアプリでは2,245件40,884千
円、クレジットで237件8,104千円納
付実績でした。(令和6年3月末時点)
 広報かめやま、HPを活用した周知
にも努めた。

個人住民税（普通徴収）及び国民健康
保険税は二次元コード記載が任意であ
るが、令和８年度導入に向けて、令和
７年度中のシステム改修を行うべく、
予算要求を実施した。令和７年度内の
システム改修に向けシステム委託業者
と協議を行った。
納付実績はスマホアプリ3,364件
59,150千円、クレジット320件
11,221千円の納付実績であった。

県内では多くの自治体が導入済もしく
は令和７年度中の導入を予定してい
る。本市においても令和８年度に導入
予定であり、導入により全国の金融機
関、スマホアプリでの納付が可能とな
り、納税環境の充実が図られることか
ら早期の導入を図る必要がある。

B
まずまず
進んだ

令和７年度に二次元コード未導入の個
人住民税（普通徴収）及び国民健康保
険税の導入に係るシステム改修の実施
を予定しており、令和8年度から原則
四税ともに二次元コードを導入する。

総務財政部
税務課収納
対策グルー
プ



No. 重点施策 取組名 目的・内容 目指す成果 R4 R5 R6 R7 R8 令和４年度 令和５年度 令和6年度 担当

取組実績・成果 取組実績・成果 取組実績・成果 課題・問題点 進捗度評価 今後の方向性

①
（6）
1

(６) 情報発信
の多様化の検
討

ホームページ
による情報発
信

市の施策や事業などについ
て、いつでも、どこでも、誰
でも取得できるようホーム
ページを通じた情報発信に取
り組む。

PV数
R3:2,863,545件
R7:2,910,000件

ホームペー
ジの運営管
理

ホームペー
ジの運営管
理

ホームペー
ジの運営管
理

ホームペー
ジの運営管
理
保守管理等
の更新

ホームペー
ジの運営管
理

年間を通じて、ホームページの更新を
2,334件行い、適時的確に情報発信し
たことで、年間2,923,748件（前年比
+60,203件）の閲覧（ページ
ビュー）数を得ることができた。ま
た、ホームページを通じた情報発信に
必要なサーバの賃借やシステムの保守
を行った。

年間を通じてページの更新を行い、適
時的確に情報発信したことで、年間
2,316,398件（前年比-607,350件）
の閲覧（ページビュー）数を得ること
ができた。また、ウェブアクセシビリ
ティ向上のためガイドラインを策定し
たほか、サーバの賃借やシステㇺの保
守を行った。

年間を通じてページの更新を適時的確
に情報発信したことで、年間
2,159,922件（前年比-156,476件）
の閲覧（ページビュー）数を得ること
ができた。また、ウェブアクセシビリ
ティ向上のためガイドラインを周知す
るための職員研修を開催した。

即時性な情報発信が可能なホームペー
ジの特性を活用するため、即時性のあ
る行政情報の発信に努めるとともに、
職員への研修を開催するなどにより、
ウェブアクセシビリティの向上を図る
必要がある。

A
順調に進

んだ

市内外の人が市の施策や事業、お知ら
せなどをタイムリーにアクセスできる
よう、ホームページを活用した情報を
発信する。また、ウェブアクセシビリ
ティガイドラインを活用し、職員への
意識啓発を図る。

政策部広報
秘書課広報
グループ

①
（6）
2

(６) 情報発信
の多様化の検
討

シティプロ
モーション専
用ページによ
る情報発信

定住・交流・関係人口の増加
につながるよう、まちのさま
ざまな魅力について、シティ
プロモーション専用ホーム
ページを通じた情報発信に取
り組む。

PV数
R3:114,131件
R7:125,000件

シティプロ
モーション
専用ページ
の運営管理

シティプロ
モーション
専用ページ
の運営管理

シティプロ
モーション
専用ページ
の運営管理

シティプロ
モーション
専用ページ
の運営管理

シティプロ
モーション
専用ページ
の運営管理

専用ページのイベント情報を842件、
ニュース情報を194件更新するととも
に、令和5年1月に開館した市立図書
館を紹介するプロモーション動画を制
作し、専用ページに掲載したことで、
年間134,025件（前年比+19,894
件）の閲覧（ページビュー）数を得る
ことができた。

イベント情報を934件、ニュース情報
を163件更新するとともに、灯おどり
や獅子舞など地域資源と人の営みを魅
力として紹介する動画を制作し、専用
ページに掲載したことで、年間
229,135件（前年比+95,110件）の
閲覧数を得ることができた。職員が情
報発信の担い手となる意識を高めるた
めシティプロモーション研修を開催し
た。

イベント情報を1,016件、ニュース情
報を145件更新するとともに、重伝建
選定40周年を記念した東海道関宿な
ど地域資源を紹介する動画を制作し、
専用ページのムービーギャラリーに掲
載したことで、年間238,998件（前
年比+9,863件）の閲覧数を得ること
ができた。また、職員が情報発信の担
い手となる意識を高めるためシティプ
ロモーション研修を開催した。

本市での魅力的な暮らしを紹介するラ
イフスタイルインタビューや亀山のコ
コが好きのフリップサポーターの掲載
ページの更新が必要である。また、引
き続き、職員自身がシティプロモー
ションの担い手であるという意識の醸
成が必要である。

B
まずまず
進んだ

本市の暮らしやすさや魅力を知っても
らうため、イベントやニュース、動画
などの情報を引き続き発信するととも
に、市民の声や生活の様子など共感性
の高い情報発信を行う。職員一人ひと
りがシティプロモーションの担い手で
ある意識を高めるため、職員研修を行
う。

政策部広報
秘書課広報
グループ

①
（6）
3

(６) 情報発信
の多様化の検
討

SNS等による
情報発信

効果的な情報発信やコミュニ
ケーションの強化を図るた
め、SNS等を通じた情報発信
に取り組む。

利用SNS等の種類
R3:2
R8:3

SNS等の運
用管理、拡
充の検討及
び方向性の
決定

SNS等の拡
充、運用管
理

SNS等の運
用管理

SNS等の運
用管理

SNS等の運
用管理

facebookへ年間147件の記事（文章
と写真等）を投稿し、市内外へ情報発
信を行った。また、市の持つ広報媒体
の特性とLINE導入時のメリットを整
理したほか、次年度の公式LINEアカ
ウントの開設に向けて、工程案を作成
した。

facebookへ年間196件の記事（文章
と写真等）を投稿し、市内外へ情報発
信を行った。また、市公式YouTube
には、観光プロモーション動画や布気
の獅子舞特集動画など22本を新たに
投稿した。さらに、令和6年3月の
LINE公式アカウントの開設後、33件
の記事（メッセージ25件、VOOM8
件）を投稿し、情報発信を行った。

facebookへ148件の記事を投稿し、
市内外へ情報発信を行った。また、市
公式YouTubeには、かめやま文化年
をテーマとした番組や重伝建選定40
周年を記念した東海道関宿などの動画
を新たに投稿した。LINE公式アカウ
ントでは、メッセージ232件、
VOOM66件を投稿し、情報発信を
行った。

facebook、YouTube、LINEのそれぞ
れの特性（写真や映像による分かりや
すさ、共感性の高まり）を踏まえ、多
様な媒体を活用しながら、相互に効果
的な情報発信を行う必要がある。

A
順調に進

んだ

写真や映像を用いて共感性や拡散性の
高い記事、動画を作成する。また、さ
まざまな機会を捉えてSNSを活用し
た情報発信を行うよう、職員の意識醸
成に向けた研修を実施する。 政策部広報

秘書課広報
グループ

①
（6）
4

(６) 情報発信
の多様化の検
討

ケーブルテレ
ビ行政情報番
組による情報
発信

まちへの愛着や誇りの醸成と
市民のまちづくりへの参画に
つながるよう、動画の特性を
生かし、ケーブルテレビを通
じた情報発信に取り組む。

市民参画による番組制作数
R3:54件
R7:65件

ケーブルテ
レビによる
情報発信

ケーブルテ
レビによる
情報発信

ケーブルテ
レビによる
情報発信

ケーブルテ
レビによる
情報発信

ケーブルテ
レビによる
情報発信
番組放送機
器の更新

年間53週分の番組を制作・放送する
中で、広報サポーター（市民、学生
等）の出演により、市民参画による番
組を69件制作することができた。駅
前再開発事業の完成や亀山ブランド第
2弾の決定とともにそれらに関わる
人々の姿やコメントを紹介する特集番
組を制作し、市民や関係者に親しまれ
る番組制作ができた。

年間52週分の番組を制作・放送する
中で、広報サポーター（市民、学生
等）の出演により、市民参画による番
組を69件制作することができた。ま
た、灯おどりや獅子舞など地域資源と
ともにそれらに関わる人々の姿やコメ
ントを紹介する特集番組を制作したこ
とで、市民や関係者に親しまれる番組
制作ができた。

年間52週分の番組を制作・放送する
中で、広報サポーター（市民、学生
等）の出演により、市民参画による番
組を67件制作することができた。ま
た、関宿重伝建40周年のあゆみやか
めやま文化年の特集など地域資源とと
もにそれらに関わる人々の姿を紹介す
る特集番組を制作したことで、市民や
関係者に親しまれる番組制作ができ
た。

市民参画や交流活動の促進ににつなが
る番組づくりを継続し、幅広い世代に
親しまれる番組放送を行う必要があ
る。また、本市の魅力を再認識しても
らえるような番組制作に向け、令和7
年2月に、より効果的な広報活動を推
進することを目的として広報活動の取
組方向を整理した。

B
まずまず
進んだ

広報サポーターの募集や学生アナウン
サーの出演依頼を行い、市民参画によ
る番組制作は継続して行う。一方、よ
り効果的な広報活動を推進するため、
広報活動の取組方向の整理に基づき、
行政情報番組のリニューアルを進めて
いく。

政策部広報
秘書課広報
グループ

①
（6）
5

(６) 情報発信
の多様化の検
討

議会映像等イ
ンターネット
配信事業

市民の利便性の向上を図り、
積極的な情報公開に努め、議
会に対する関心を高めるた
め、議会の会議（本会議・委
員会）の映像及び議会報告番
組のインターネット配信を行
う。

広く市民に議会に対する関心
を持ってもらい、透明性が確
保された議会を維持する。

議会の会議
（本会議・
委員会）の
映像及び議
会報告番組
のインター
ネット配信
を行う。

継続 継続 継続 継続

市議会の本会議と定例会中の常任委員
会の中継映像を、インターネットによ
りライブ及び録画配信を行った。
また、議会報告番組をインターネット
により録画配信を行った。
議会中継等を配信することにより、議
会活動の積極的な情報発信ができた。
【アクセス件数】
・議会映像（ライブ）27,009件
・議員別配信（録画）19,870件
・議会報告番組（録画）1,149件

市議会の本会議と定例会中の常任委員
会の中継映像を、インターネットによ
りライブ及び録画配信を行った。
また、議会報告番組をインターネット
により録画配信を行った。
議会中継等を配信することにより、議
会活動の積極的な情報発信ができた。
【アクセス件数】
・議会映像（ライブ）26,003件
・議員別配信（録画）25,824件
・議会報告番組（録画）1,042件

市議会の本会議と定例会中の常任委員
会の中継映像を、インターネットによ
りライブ及び録画配信を行った。ま
た、議会報告番組は、議員がナレー
ションを行うことで、市民により親し
みやすい番組制作に努め、一層の議会
活動の積極的な情報発信ができた。
【アクセス件数】
・議会映像（ライブ）27,176件
・議員別配信（録画）22,331件
・議会報告番組（録画）1,088件

現在は、市議会ホームページや市公式
LINE、facebook、議会だより等を利
用して、放送・配信の情報を発信して
いる。「議会の見える化」を推進する
ため、引き続き、積極的な情報発信の
推進及び手法の検討を行う必要があ
る。

A
順調に進

んだ

議会の映像配信については、市民ニー
ズが高く、積極的な議会の情報の公開
と発信について求められることから、
今後も引き続き、見える議会を推進す
る。

議会事務局
議事調査課
議事調査グ
ループ



亀山市行政DX推進計画実績一覧
第２節　行政経営のDX
No. 重点施策 取組名 目的・内容 目指す成果 R4 R5 R6 R7 R8 令和４年度 令和５年度 令和6年度 担当

取組実績・成果 取組実績・成果 取組実績・成果 課題・問題点 進捗度評価 今後の方向性

②
（1）
1

(１) 情報シス
テムの標準
化・共通化の
推進

自治体情報シ
ステムの標準
化・共通化対
応

行政サービスの利用者の利便
性向上と行政の効率化を図る
ため、地方公共団体情報シス
テムの標準化に関する法律に
基づき、システムの標準化・
共通化を進める。

住民情報系システム標準化の
実施

システムの
標準化の調
査・検討

準備作業 準備作業
システム標
準化の実施

令和７年度末を目標時期とした標準準
拠システムへの移行に向けて、研修会
へ参加し他自治体の状況を確認するな
ど、情報収集を行った。また、現行シ
ステムのベンダーと打合せを行い、移
行に向けてスケジュール調整等を行っ
たほか、各担当課において、標準化に
対応する業務担当者を選定した。

令和７年度末を目標時期とした標準準
拠システムへの移行に向けて、標準仕
様と現行システムとの比較分析
（フィット＆ギャップ分析）を行った
ほか、国の説明会等へ参加するなど、
標準化に係る情報収集を行った。

標準準拠システムへの安全な移行を図
るため、ベンダー等との調整により、
一部システムを特定移行支援システム
とし、より適切な工程管理に努めたほ
か、令和７年度に移行を予定している
システムについては、円滑かつ安全に
移行するための環境を整えることがで
きた。

情報システム標準化について、令和6
年度に実施した準備作業を踏まえ、令
和7年度に標準準拠システムに移行を
予定しているシステムについては、引
き続き、システム保守委託業者及び担
当課との詳細な調整を図る必要があ
る。また、令和8年度以降に標準準拠
システムへの移行を予定している特定
移行支援システムについても、移行に
向けた環境整備を進める必要がある。

B
まずまず進

んだ

情報システム標準化について、システ
ム保守委託業者や担当課との調整を綿
密かつ円滑に行い、国が策定する標準
仕様に準拠したシステムへ円滑かつ安
全に移行する。また、特定移行支援シ
ステムとして令和8年度以降に情報シ
ステム標準化に対応するシステムにつ
いて、円滑かつ安全に標準準拠システ
ムへ移行するための環境整備を進め
る。

政策部DX推
進室

②
（1）
2

(１) 情報シス
テムの標準
化・共通化の
推進

国税庁との確
定申告書デー
タ連携

現在、市で作成した確定申告
書は紙ベースで税務署へ引渡
しをおこなっているが、作成
した確定申告書の内容を国税
庁へ電子データ送信を行う。

税務署受付後、当市への確定
申告書に係るデータ連携の早
期化
申告者への還付手続期間の早
期化

次期申告支
援システム
における国
税庁との
データ連携
の検討、調
整

継続 継続

自治体情報
システム標
準化対応に
伴う現行の
総合行政シ
ステム更新
に伴い導入

継続

取組実績:0件 自治体情報システム標準化（令和７年
度開始予定）に伴い導入予定のため、
令和５年度の取組実績としては０件。

自治体情報システム標準化（令和７年
度開始予定）に伴い導入予定のため、
令和6年度の取組実績としては０件。

現在、税務署へ確定申告書を引き渡す
前に税務課職員で申告内容に誤りがな
いか事前チェックを行っているが、
データ連携の場合は事前チェックなし
に税務署へデータ送信を行うため、確
定申告の経験が浅い職員には十分な研
修等により申告前の事前フォロー体制
を検討する必要がある。

D
進まなかっ

た

令和７年度のシステム標準化開始に向
け、国税庁とのデータ連携がスムーズ
に行えるようシステム委託業者と打合
せ等を行っていく。また、データ連携
開始の準備が整い次第、国税庁へデー
タ連携を行う許可申請等の手続きを進
めていく。

総務財政部
税務課市民
税グループ

②
（1）
3

(１) 情報シス
テムの標準
化・共通化の
推進

国民健康保険
広域化事業

国民健康保険広域化に伴う制
度改正に対応した資格管理、
給付管理等を適切に行うた
め、総合住民情報システムの
改修を行う。

資格管理、給付管理等の適切
な管理

検討(システ
ム導入に向
けての検
討）

検討(システ
ム改修等）

導入 継続 継続

令和６年３月より次期国保情報集約シ
ステムへの移行・切替に伴う業務にお
いて、三重県国民健康保険団体連合会
より示された日程に従い、個人情報
ファイル簿を作成した。
また、令和６年１月の運用テスト前ま
でにPIAを実施する必要があるため、
PIAの内容について検討し、導入に備
えた。

PIA実施、電子証明書更新作業、二要
素認証装置の設置・設定について、三
重県国民健康保険団体連合会と連携
し、次期国保情報集約システムへの移
行・切替を行った。
総合住民情報システムの改修の有無及
びオンライン資格確認等システムにつ
いて影響がないかを確認した。

令和6年3月から移行した次期集約シ
ステムと、総合住民情報システム及び
オンライン資格確認等システムのエ
ラーの有無について定期的に確認を
行った。
総合住民情報システムの標準化に向け
て、ベンダーとシステム変更の内容及
びそれに伴うシステムから出力される
帳票への影響を確認した。

次期集約システムへの移行は問題なく
完了し主な問題点は無い。

A
順調に進ん

だ

集約システムと、総合住民情報システ
ム及びオンライン資格確認等システム
の常態的な運用を引き続き行う。

市民文化部
市民課国民
健康保険グ
ループ

②
（2）
1

(２) タブレッ
ト端末の活用
の推進

タブレット端
末の活用と電
子会議システ
ムの拡充

会議のペーパーレス化を図る
ため、幹部職員において引き
続きタブレットを活用するほ
か、電子会議システムの利用
者を拡充する。

ペーパーレス会議等による業
務効率化

タブレット
端末及び電
子会議シス
テムの活用

タブレット
端末の活用
電子会議シ
ステム利用
者拡充

タブレット
端末及び電
子会議シス
テムの活用

タブレット
端末及び電
子会議シス
テムの活用

タブレット
端末及び電
子会議シス
テムの活用

幹部職員へ配布したタブレット端末を
活用し、各種会議資料を電子会議シス
テムを用いて配布したことにより、業
務の効率化とペーパーレス化による人
的・財政的な資源を創出することがで
きた。

幹部職員へ配布したタブレット端末及
びを電子会議システムの活用により、
業務の効率化とペーパーレス化を図っ
た。また、新たに課⾧等についても電
子会議システムを活用できるよう、取
組を拡充した。

幹部職員等へ配布したタブレット端末
及びを電子会議システムの活用によ
り、議会、経営会議、指名審査会、そ
の他内部会議で様々利用され、業務の
効率化とペーパーレス化を図ることが
できた。

一層のペーパーレス化や業務効率化の
ため、電子会議システムを活用した会
議の拡充や、職員への展開を検討する
必要がある。

A
順調に進ん

だ

一層の業務効率化やペーパーレス化の
ため、幹部以外の職員についても、次
期グループウェアPCの更新にあわせ
て持ち運びに適したPC活用の可能性
も含めて研究を進める。

政策部DX推
進室

②
（2）
2

(２) タブレッ
ト端末の活用
の推進

タブレット端
末活用事業
（道路）

道路パトロールにおいて、タ
ブレット端末及び
FixMyStreet Japanを活用し
パトロールにおける異常個所
の逐次共有、データ保存を行
う。（タブレット端末につい
てはDX・行革推進室から試行
で仮受ける）

タブレット端末の活用によ
り、道路パトロールなどの事
務効率化に繋がる。

準備（導入
に向けDX・
行革推進室
と調整）

導入 継続 継続 継続

準備（導入に向けDX・行革推進室と
令和5年度から導入で調整済）

令和5年7月から道路パトロールにお
いて、タブレット端末及びLogo
フォームを活用し、パトロールにおけ
る異常個所の逐次共有、データ保存を
936件行えた。

道路パトロールにおいて、タブレット
端末及びLogoフォームを活用し、パ
トロールにおける異常個所の逐次共
有、データ保存を1,379件行えた。

修繕回数が多い箇所の特定を行い、一
歩進んだ修繕方法の検討が必要であ
る。

A
順調に進ん

だ

引継ぎタブレット端末及びLoGo
フォームを活用して、道路修繕の効率
化を図るとともに、LoGoフォームの
集計機能を活用して修繕内容の検証に
努めたい。

建設部建設
管理課道路
保全グルー
プ
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②
（2）
3

(２) タブレッ
ト端末の活用
の推進

タブレット端
末活用事業
（農業）

農業者の高齢化や人口減少が
本格化する中、農地の集約等
を加速させることが求められ
おり、農地の出し手・受け手
の意向等を迅速かつ効率的に
情報収集して、農業の担い手
の確保に繋がるよう推進す
る。
令和４年度はタブレット端末
の導入年度であり、端末活用
の試行期間として、効率化に
繋がる事務内容を検討する。

タブレット端末の活用によ
り、農地パトロールなどの事
務効率化に繋がり、農地の出
し手・受け手の意向を迅速に
把握し、農地のマッチングを
志向する。

新規 継続 継続 継続 継続

国費にてタブレット端末１０台を導入
した。

国が開発した現地確認アプリの使用時
期が当初より大幅に遅れ、利用時期に
間に合わなかったため、活用には至っ
ていない。
当面は国費で導入した１０台のタブ
レット端末で運用をしていく予定で
あったが、農地パトロールにおける耕
作放棄地の現状把握や負担軽減等を迅
速に実現していく必要があったため、
衛星データによる耕作放棄地の解析シ
ステム利用と農地利用最適化推進委員
の定員数分のタブレット端末の追加導
入にかかる次年度の予算措置を講じ
た。

農地利用最適化推進委員の定員数分の
タブレット端末の追加導入（１０台
分）と衛星データによる耕作放棄地の
解析システム利用をし、タブレット端
末における農地パトロールを実施し
た。

農地パトロールの実施については、農
地利用最適化推進委員が役割を担って
いるが、高齢な方（平均年齢７２歳）
が多く、電子機器に不慣れな方もいる
ため、タブレット端末の利用における
事務局の継続的なサポートが必要であ
る。
また、耕作放棄地の状況把握や所有者
の意向確認を適切に行えたとしても、
担い手がいなければマッチングが難し
いため、耕作をしてもらえそうな担い
手の発掘も必要である。

B
まずまず進

んだ

継続して、耕作放棄地の現状把握や所
有者の意向確認を行いつつ、農地の
マッチングができるような環境を整備
していく。

産業環境部
農業委員会
事務局（農
林振興課農
林政策グ
ループ）

②
（2）
4

(２) タブレッ
ト端末の活用
の推進

図書館貸出タ
ブレット端末
整備

亀山市立図書館の駅前移転
(R5.1開館)に合わせ、利用者
の利便性向上と教養、調査研
究、レクリエーションの目的
ため、タブレット端末(iPad
10台)を整備し、館内貸与及び
レファレンスサービスを行
う。（イニシャルのみ生涯学
習課の主要事業）

情報社会に即し、レファレン
スなど図書館サービスの基本
を行うための環境を整備す
る。

整備 継続 継続 継続 継続

亀山市立図書館の駅前移転(R5.1開
館)に合わせ、タブレット端末(iPad
10台)を整備し、館内貸与を行ってい
る。

タブレット端末(iPad 10台)を整備
し、館内貸与を行っている。

タブレット端末(iPad 10台)を整備
し、館内貸与を行っている。
令和6年度貸出実績59件

館内貸出の利用は進展しているもの
の、図書館の利用案内やインターネッ
トで調べたことを示すなどの活用を
行っている。

A
順調に進んだ

引き続きタブレット端末の館内貸与を
行うとともに、職員によるレファレン
スサービスや図書館情報システムの利
用案内などへの積極的な活用を図り、
サービス全体の質の向上を目指す。 教育委員会

事務局図書
館

②
（2）
5

(２) タブレッ
ト端末の活用
の推進

多職種連携情
報共有システ
ムの運用

多職種間の情報共有の円滑化
を実現し、厚みのある地域医
療体制を構築することを目的
とし、多職種連携情報システ
ム（バイタルリンク）を活用
する。

システム登録事業所が増加
し、医療介護の連携に繫が
る。

多職種連携
情報共有シ
ステムの運
用管理

継続 継続 継続 継続

令和4年度は新たに20事業所が登録
し、合計244事業所がバイタルリンク
を活用している。このことにより、多
職種間の情報共有を円滑かつ迅速に行
い、厚みのある地域医療体制を構築す
ることができた。

令和5年度は新たに38業所が登録し、
合計276事業所がバイタルリンクを活
用している。

令和6年度は新たに40業所が登録し、
合計322事業所がバイタルリンクを活
用している。

多職種連携を推進していくためには、
バイタルリンクの活用を推進していく
必要がある。

A
順調に進ん

だ

引き続き、バイタルリンクの活用を推
進していく。

地域医療部
地域医療課
地域連携グ
ループ

②
（2）
6

(２) タブレッ
ト端末の活用
の推進

議会タブレッ
ト端末の活用

議会基本条例に基づき、積極
的にタブレット端末を活用
し、議員間の情報共有システ
ムの導入の検討を進める等、
議会の情報化を推進する。

タブレット端末を使用する機
会を増加させ、議員の活用頻
度を向上させる。

議会タブ
レット端末
の活用

継続 継続 継続 継続

議会改革の一環として、議員のスケ
ジュール管理をタブレット端末を用い
て行うことができないか等、他市事例
を参考にしつつ、事業者のデモを受け
た。

議会改革の一環として、議員のスケ
ジュール管理を行うため、全議員及び
事務局が利用できるグループウェアシ
ステム「LINEWORKS」を導入した。

議員向けの研修にタブレット端末を活
用してオンラインで参加するなどタブ
レット端末の使用機会が増えている。
また、LINEWORKSのチャット機能を
活用し、委員会単位でのコミュニケー
ションを充実させるなど、議員の習熟
度が上がってきている。

掲示板機能については、現在活用が進
んでいないため、システムのさらなる
活用に向けて、運用の方針や各議員の
習熟度をより一層高めていく必要があ
る。

A
順調に進ん

だ

引き続き、運用の手法等を研究し、よ
りスムーズな情報伝達・業務軽減がで
きないか検討するとともに、各議員の
端末操作の習熟度をを高めていく。 議会事務局

議事調査課
議事調査グ
ループ

②
（3）
1

(３) ＡＩ・Ｒ
ＰＡの活用の
拡充

ＡＩ・ＲＰＡ
の活用の拡充

行政サービスの更なる質の向
上を図るため、AI・RPA の対
象業務の拡充など、デジタル
技術
を活用した業務の効率化・迅
速化に努め、人的資源を注力
するべき業務に振り向ける。

導入済みのシナリオの稼働、
新規シナリオ作成による業務
効率化・迅速化

シナリオ作成:20件（累計）

RPAシナリ
オ作成研修
の実施

RPA対象業
務の拡充

RPA対象業
務の拡充

RPA対象業
務の拡充

効果検証

職員によるRPAシナリオ作成技術の向
上を図るため、住民情報系システムを
扱う職員の一部へ実業務を想定したシ
ナリオ作成研修を行った。なお、これ
までのシナリオを作成の累計は15業
務で、うち7業務を本格運用してい
る。

職員によるRPAシナリオ作成技術の向
上を図るため、住民情報系システムを
扱う職員の一部へ実業務を想定したシ
ナリオ作成研修を行い、RPA対象業務
の拡充を図った。

RPA活用の拡充に向けて、これまで主
に展開してきた住民情報を取り扱う業
務に加え、内部事務の分野へも広げる
こととし、内部事務に従事する職員を
含めたRPA研修の実施等、内部事務で
RPAを活用するための準備を整えるこ
とができた。また、AI議事録作成支援
システムの導入し、225件の利用があ
り、事務効率化を図ることができたほ
か、生成AIの展開に向けて、ワーキン
ググループを設置し、本市に適したシ
ステムの選定や運用ルール等の検討を
行った。

対象業務の拡大や業務プロセスの変更
等の際には、実務担当職員自らがRPA
のシナリオ作成や変更ができるスキル
が求められるため、RPAを十分に活用
できる人材の育成を図る必要がある。
また、生成AI等新たなデジタル技術の
展開による、更なる事務効率化を図る
必要がある。

C
あまり進ま
なかった

令和7年度にAI-OCRとRPAが一体化
したLGWAN-ASPサービス「スマート
自治体プラットフォーム NaNaTsu」
を導入し、RPAを使用可能な端末を増
設すること及びDX推進室職員による
伴走支援を実施することで、より一層
のRPAの拡充を図る。
また、生成AIの展開による更なる事務
効率化を図る。

政策部DX推
進室
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②
（4）
1

(４) テレワー
クの推進

テレワークシ
ステムの活用

感染症の拡大時や災害発生時
等の業務継続性の確保と、職
員の多様で柔軟な働き方を選
択できる環境の充実に向け、
テレワークシステムを活用す
る。

柔軟な働き方を選択できる環
境の充実

テレワーク
システムの
活用

テレワーク
システムの
活用

テレワーク
システムの
活用

テレワーク
システムの
活用

テレワーク
システムの
活用

テレワークシステムを活用したテレ
ワークの試行運用を継続したことによ
り、職員が柔軟な働き方を選択できる
環境の充実に寄与するとともに、新型
コロナウイルス感染症対策として職員
同士の接触の低減を図ることができ
た。
また、のべ78件のテレワークを実施
することができた。

引き続き、テレワークシステムを活用
をし、職員が柔軟な働き方を選択でき
る環境の充実に寄与した。

引き続き、テレワークシステムを活用
をし、職員が柔軟な働き方を選択でき
る環境の充実に寄与した。
テレワーク実施件数:26件

テレワーク実施が減少傾向にある。 B
まずまず進

んだ

今後の柔軟かつ多様な働き方を継続す
るため、いつでも本格実施ができるよ
う環境の整備を図る必要がある。 政策部DX推

進室
総務財政部
総務課人事
給与グルー
プ

②
（5）
1

(５) ＷＥＢ会
議の推進

ＷＥＢ会議シ
ステムの活用

非接触型の会議等を推進する
ことで、感染症の感染拡大防
止や移動時間の削減を図ると
ともに、会議等のペーパーレ
ス化を進めるため、WEB 会議
システムを積極的に活用す
る。

オンライン会議による移動時
間等の削減
ペーパーレスの推進

ＷＥＢ会議
システムの
活用

ＷＥＢ会議
システムの
活用

ＷＥＢ会議
システムの
活用

ＷＥＢ会議
システムの
活用

ＷＥＢ会議
システムの
活用

WEB会議システムの運用により、移
動時間削減による職員の負担軽減や新
型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止を図ることができた。また、Web会
議システムを活用したライブ配信等、
新たな活用手法を実践した。

WEB会議システムの運用により、移
動時間削減による職員の負担軽減を図
ることができた。また、Web会議シス
テムを活用した動画配信等により、研
修や式典等の開催の効率化を図った。

WEB会議システムの運用により、移
動時間削減による職員の負担軽減を図
ることができた。また、Web会議シス
テムを活用した研修等の動画配信を拡
充し、時間と場所に捉われない研修等
を実施することができた。

Ｗｅｂ会議システムの利用状況等を踏
まえ、アカウント数の適正化を図る必
要がある。

A
順調に進ん

だ

今後も継続してWEB会議システムを
運用し、地理的制約を克服して移動時
間の削減を図るなど、効率的に会議の
開催を継続する。 政策部DX推

進室

②
（6）
1

(６) 文書等の
デジタル化の
推進

電子決裁の導
入に伴う文書
等のデジタル
化

電子決裁の導入に伴い、これ
に係る文書等についてデジタ
ル化を行う。

管理コストの削減 準備
対象文書の
選定

対象文書の
拡大

継続 継続

導入に向けた道筋を整備
・電子化を進めると効果に比して事務
の負担が大きく増える文書（契約等）
等の対象外とする文書の検討
・文書取扱規定等の関係規定の精査及
び見直しの検討
・実効性を高めるため、文書管理シス
テムだけでなく、併せて電子掲示板、
ライブラリ、共有フォルダ等の活用を
検討

・電子決裁に係る文書等について可能
なものからデジタル化を図った。電子
決裁による処理が適合しない文書等に
ついては、電子決裁の対象外とする旨
の届出制とし、それ以外は電子文書で
の処理を基本とした。
・電子決裁の導入に合わせ、文書取扱
規程について、文書には電磁的記録を
含む等の改正を行った。

総務課への合議等の段階で、紙による
文書については指摘し、電子決裁によ
る方法に是正して文書のデジタル化を
図った。現在、電子決裁比率は
86.30％となっている。引き続き決裁
等文書は電子によることを原則として
周知し、対象文書の拡大を図る。

電子決裁の例外としている文書以外で
あっても紙媒体で決裁しているものが
見受けられるが、電子決裁で処理すべ
きものであるか、例外として紙媒体で
処理すべきものであるかの検討及び整
理が必要である。

B
まずまず進

んだ

電子決裁で処理すべきものであるか、
例外として紙媒体で処理すべきもので
あるかの検討及び整理を行う。

総務財政部
総務課法務
統計グルー
プ

②
（6）
2

(６) 文書等の
デジタル化の
推進

タブレット端
末の活用と電
子会議システ
ムの拡充
【再掲】

会議のペーパーレス化を図る
ため、幹部職員において引き
続きタブレットを活用するほ
か、電子会議システムの利用
者を拡充する。

ペーパーレス会議等による業
務効率化

タブレット
端末及び電
子会議シス
テムの活用

タブレット
端末の活用
電子会議シ
ステム利用
者拡充

タブレット
端末及び電
子会議シス
テムの活用

タブレット
端末及び電
子会議シス
テムの活用

タブレット
端末及び電
子会議シス
テムの活用

幹部職員へ配布したタブレット端末を
活用し、各種会議資料を電子会議シス
テムを用いて配布したことにより、業
務の効率化とペーパーレス化による人
的・財政的な資源を創出することがで
きた。

幹部職員へ配布したタブレット端末及
びを電子会議システムの活用により、
業務の効率化とペーパーレス化を図っ
た。また、新たに課⾧等についても電
子会議システムを活用できるよう、取
組を拡充した。

幹部職員等へ配布したタブレット端末
及びを電子会議システムの活用によ
り、議会、経営会議、指名審査会、そ
の他内部会議で様々利用され、業務の
効率化とペーパーレス化を図ることが
できた。

一層のペーパーレス化や業務効率化の
ため、電子会議システムを活用した会
議の拡充や、職員への展開を検討する
必要がある。

A
順調に進ん

だ

一層の業務効率化やペーパーレス化の
ため、幹部以外の職員についても、次
期グループウェアPCの更新にあわせ
て持ち運びに適したPC活用の可能性
も含めて研究を進める。

政策部DX推
進室

②
（6）
3

(６) 文書等の
デジタル化の
推進

議会資料の
ペーパーレス
化

事務の効率化を図るため、議
会の会議（本会議・委員会
等）において電子会議システ
ムを利用し、会議資料のペー
パーレス化を推進していく。

電子会議システムを使用する
会議を増加させる。

電子会議シ
ステムの活
用

継続 継続 継続 継続

本会議や各種委員会等の公開会議の会
議資料は、タブレット端末を活用する
ことで、全ての資料をペーパーレス化
することができた。これにより、事務
の効率化や議員への迅速な情報提供を
行うことができた。

本会議や各種委員会等の公開会議の会
議資料は、タブレット端末を活用する
ことで、全ての資料をペーパーレス化
できている。これにより、引き続き事
務の効率化や議員への迅速な情報提供
を行うことができた。

本会議や各種委員会等の公開会議の会
議資料に加えて、一部の行政視察や来
市視察などにおいても、資料のペー
パーレス化を推進することができた。
これにより、引き続き事務の効率化や
議員への迅速な情報提供を行うことが
できた。

今後も各議員の電子会議システムのさ
らなる活用に向けて、端末操作の習熟
度を高める必要がある。また、ペー
パーレス化を行う余地がないか検討す
る必要がある。

A
順調に進ん

だ

本会議・委員会の資料はもとより、引
き続き来市視察や行政視察に関わる資
料のペーパーレス化についても推進を
図る。

議会事務局
議事調査課
議事調査グ
ループ

②
（6）
4

(６) 文書等の
デジタル化の
推進

介護保険料算
定に伴う所得
照会の情報連
携推進

市外から転入してきた被保険
者の介護保険料を算定するに
あたり、所得情報が必要とな
る。所得情報を効率的に取得
するため所得照会の情報連携
を推進する。

所得照会の情報連携の実現 導入 継続 継続 継続

介護保険料算定に関する所得照会の情
報連携に向けて、鈴鹿亀山地区広域連
合、DX行革推進室と協議を行った。

令和５年７月より所得照会の情報連携
を開始した。
令和５年度照会実績 58件

令和５年７月より所得照会の情報連携
を開始し、令和６年度においても情報
連携での照会を行った
令和６年度照会実績 53件

特になし A
順調に進ん

だ

次年度以降も情報連携を活用してい
く。

市民文化部
市民課医療
年金グルー
プ

②
（6）
5

(６) 文書等の
デジタル化の
推進

河川・都市下
水路・調整池
等台帳システ
ム運用管理

河川・都市下水路・調整池の
管理を適正に行うため、管理
すべき水路等の所在の整理。

施設維持管理に係る業務の効
率化

河川・都市
下水路・調
整池等台帳
システム運
用管理

継続 継続 継続 完了

以前から管理整備されている施設（河
川、都市下水路、調整池等）の各台帳
を収集、整理し、市が管理する準用河
川、普通河川の所在地等の確認を行っ
たことにより一部、整理が出来た。

以前まで紙媒体（図面）であった台帳
により市が管理する準用河川、普通河
川の所在地等の確認を行い、GISシス
テムへの入力を終えた。また、都市下
水路及び調整池については、所在地等
の確認を行い、概ね、整理が出来た。

河川、調整池についてはGISシステム
への入力は完了し、都市下水路等につ
いては大規模施設については整理でき
たが、小規模な下水路については整
理、システムへの入力が未完である。

都市下水路、下水路等については箇所
が多く、調査、整理に時間を要してい
る。

B
まずまず進

んだ

都市下水路、下水路等の所在の調査、
整理について引続き推進し、情報の充
実を図る。

建設部土木
課河川流域
グループ
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②
（6）
6

(６) 文書等の
デジタル化の
推進

水道施設台帳
整備

水道法改正に伴い作成した水
道施設台帳を活用し情報の共
有化を図り、属人的な情報管
理からの脱却を行っていく。
また、工事等により水道施設
が変更していくことから、
データ更新を継続的に行って
いく。

水道施設の図面や写真等の情
報を速やかに取得できるよう
工事等において変更した水道
施設の継続的な更新を行い、
情報を共有化し、窓口業務等
の効率化を図る。

水道施設台
帳のデータ
更新

継続 継続 継続 継続

適切に水道施設台帳（管路・施設）を
運用していくため、令和３年度に変更
があった記載事項について、水道施設
のデータ更新作業を行なった。

令和４年度に工事や開発行為等により
変更になった水道施設についてデータ
更新作業を行った。また、担当者によ
る工事設計時の確認や、民間事業者に
よる埋設状況の確認時等において、各
担当者が等しく適切に対応することが
できた。

令和５年度に工事や開発行為等により
変更になった水道施設についてデータ
更新作業を行った。また、担当者によ
る工事設計時の確認や、民間事業者に
よる埋設状況の確認時等において、各
担当者が等しく適切に対応することが
できた。

工事や開発行為等により変更になった
水道施設は外部委託により適切に更新
しており、各担当者による水道管埋設
状況等の登録情報の確認もできてい
る。しかし、より効率的に活用できる
よう簡易専用水道や貯水槽水道の給水
施設等の情報も電子化しておく必要が
ある。

A
順調に進ん

だ

水道施設台帳の適切な運用を図るため
年１回のデータ更新を継続するととも
に、水理計算などシステムの更なる活
用を進めるための定期的な操作研修を
実施する。

上下水道部
上水道課上
水道工務グ
ループ

②
（6）
7

(６) 文書等の
デジタル化の
推進

下水道台帳シ
ステム運用管
理事業

公共下水道・農業集落排水施
設の管理を適正に行うため、
工事等により変更される下水
道管情報を毎年度更新する。

工事等において変更した下水
道施設の継続的な更新を行い
窓口業務等の効率化を図る。

下水道台帳
システム運
用管理

継続 継続 継続 継続

工事等を行った箇所の下水道管情報を
更新し、窓口対応や現場確認資料とし
て適切に使用できるように努めた。ま
た、機器が老朽化したため更新を行っ
た。

工事等を行った箇所の下水道管情報を
更新し、窓口対応や現場確認資料とし
て適切に使用できるように努めた。

工事等を行った箇所の下水道管情報を
更新し、窓口対応や現場確認資料とし
て適切に使用できるように努めた。ま
た、下水道台帳を市HP上で公開する
ことができたことにより、窓口対応が
若干ではあるが削減できた。

下水道台帳を市HP上で公開すること
ができたが、窓口においての下水道台
帳の交付事務は若干ではあるが削減で
きたが、問い合わせ等の事務量が多く
他の業務を圧迫している。

A
順調に進ん

だ

今後も下水道整備区域が拡大されるこ
とから、窓口対応や現場確認資料のた
めの更新を行う必要がある。また、窓
口における事務量削減のためには、市
HP上での下水道台帳のさらなる利用
に取り組んでいきたい。

上下水道部
下水道課下
水道工務グ
ループ

②
（6）
8

(６) 文書等の
デジタル化の
推進

三重医療安心
ネットワーク
の運用

転院の際の物理データの減少
及び情報共有の迅速化を目的
とし、三重県内の医療機関と
システム上（ID-LINK）で患
者データを共有する。

県内医療機関における安心・
安全かつ切れ目のない医療提
供体制の充実

三重医療安
心ネット
ワークの運
用

継続 継続 継続 継続

ID-Link上で県内他院と患者情報を共
有できるよう、体制を整備した。

ID-Link上で県内他院と患者情報を共
有できるよう、体制を継続している。

ID-Link上で県内他院と患者情報を共
有できるよう、体制を継続している。

データ開示は実用性に欠けるため、他
医療機関が開示した情報を費用負担な
しで閲覧可能となる閲覧病院として更
新継続していく必要がある。

B
まずまず進

んだ

他医療機関が開示した情報を閲覧でき
るよう引き続き更新する。

地域医療部
地域医療課
地域連携グ
ループ

②
（7）
1

(７) 内部情報
系システムの
充実と内部事
務のデジタル
化の推進

内部情報系シ
ステムの運用

市職員が庁内事務等に使用す
るシステムや機器類の維持管
理に努め、安定稼働させるこ
とにより、行政事務の効率
化・迅速化を図る。
（統合型内部情報システム、
GIS、人事給与システム、プ
リンター制御システム、内部
情報ネットワーク、行政施設
ネットワーク、グループウェ
アパソコン）

システムの安定稼働と適切な
更新

重大なインシデント件数:0件

統合型内部
情報システ
ム更新準備
機器及びシ
ステムの管
理

統合型内部
情報システ
ム更新
機器及びシ
ステムの管
理

統合型地理
情報システ
ム更新
内部情報
ネットワー
ク更新検討
機器及びシ
ステムの管
理

グループ
ウェアパソ
コン更新
機器及びシ
ステムの管
理

プリンター
制御システ
ム更新
機器及びシ
ステムの管
理

内部情報系システムについて、データ
センター及び市庁舎において、監視や
保守を適切に実施し、システムを安定
稼働させることができ、行政事務の効
率化・迅速化を維持することができ
た。また、制度改正等に伴うシステム
改修等を円滑に実施し、適切な事務運
用を継続することができた。

内部情報系システムについて、データ
センター及び市庁舎において、監視や
保守を適切に実施し、システムを安定
稼働させることができた。また、統合
型内部情報システムの更新について、
円滑に実施することができたほか、当
該更新にあわせて、同システム内の文
書管理システムに電子決裁を導入し、
運用を開始した。こうした取組によ
り、一層の行政事務の効率化・迅速化
を図ることができた。

内部情報系システムについて、大きな
システム障害なく、安定稼働させるこ
とにより、行政事務の効率化・迅速化
を維持することができた。また、人事
給与システム、統合型地理情報システ
ム及び内部情報系ネットワーク機器等
の更新について、円滑に実施し、シス
テムの機能拡充やネットワークの安定
化につなげることができた。加えて、
AI議事録作成支援システムの導入によ
り、更なる事務効率化を図ることがで
きたほか、生成AIの展開に向けた環境
整備が整った。

行政事務の効率化・迅速化に継続して
取り組むため、引き続き、内部情報系
システムの監視や保守を適切に実施す
る必要がある。また、生成AI等新たな
デジタル技術の展開による、更なる事
務効率化を図る必要がある。

A
順調に進ん

だ

引き続き、内部情報系システムの監視
や保守を適切に実施するほか、生成AI
の全庁展開により、更なる事務効率化
を図り、人的資源を注力するべき業務
に振り向ける。

政策部DX推
進室

②
（7）
2

(７) 内部情報
系システムの
充実と内部事
務のデジタル
化の推進

職員コミュニ
ケーションの
デジタル化

職員間のリアルタイムな情報
共有やコミュニケーションの
活性化・円滑化による、迅速
な意思決定と業務効率化を図
るため、職員コミュニケー
ションのデジタル化を進め
る。

職員間コミュニケーションの
デジタル化による迅速な意思
決定と業務効率化

ビジネス
チャット
ツールの試
行導入

ビジネス
チャット
ツールの導
入

ビジネス
チャット
ツールの管
理

ビジネス
チャット
ツールの管
理

ビジネス
チャット
ツールの管
理

前年度に引き続き、ビジネスチャット
ツールの試行運用を実施し、令和４年
9月から12月の使用状況調査におい
て、登録者約400人のメッセージのや
り取りは、累計約25,000件あり、情
報共有やコミュニケーションの活性
化・円滑化を図ることができた。

ビジネスチャットツールの本格運用を
開始し、令和５年度第4四半期の登録
者約400人のメッセージのやり取り
は、月平均約6,500件あり、情報共有
やコミュニケーションの活性化・円滑
化に寄与した。また、同ツールは他の
自治体でも多く活用されており、一部
の事務においては、自治体間のコミュ
ニケーションが活性化した。

ビジネスチャットツールの令和6年度
第4四半期の登録者約400人のメッ
セージのやり取りは、月平均約9,890
件あり、昨年度同時期より、約3,000
件以上増加し、情報共有やコミュニ
ケーションの活性化・円滑化を図るこ
とができた。また、同ツールは他の自
治体でも多く活用されており、一部の
事務においては、自治体間のコミュニ
ケーションが活性化した。
令和7年1月: 9,835件
     2月: 9,582件
     3月:10,254件

引続き、ビジネスチャットツール活用
を継続し、コミュニケーションの活性
化・円滑化による、迅速な意思決定と
業務効率化を図る必要がある。

A
順調に進ん

だ

引続き、ビジネスチャットツールの維
持管理に努め、当該ツールの活用によ
り、コミュニケーションの活性化・円
滑化による、迅速な意思決定と業務効
率化を図る。

政策部DX推
進室



No. 重点施策 取組名 目的・内容 目指す成果 R4 R5 R6 R7 R8 令和４年度 令和５年度 令和6年度 担当

取組実績・成果 取組実績・成果 取組実績・成果 課題・問題点 進捗度評価 今後の方向性

②
（7）
3

(７) 内部情報
系システムの
充実と内部事
務のデジタル
化の推進

例規集等管理
システムの運
用

例規執務業務を総合的にサ
ポートし、業務の効率化を図
る。
条例等の改正に伴うデータ修
正などを行うとともに、シス
テムの維持管理を行う。

条例等の改正に伴う的確な
データ修正の実施

条例等の改
正に伴う
データ修正
例規集等管
理システム
の管理

条例等の改
正に伴う
データ修正
例規集等管
理システム
の管理

条例等の改
正に伴う
データ修正
例規集等管
理システム
の管理

条例等の改
正に伴う
データ修正
例規集等管
理システム
の管理

条例等の改
正に伴う
データ修正
例規集等管
理システム
の管理

例規集システム管理業務委託契約を締
結し、システムの維持管理に努め、例
規の制定・改廃に伴う更新データのシ
ステム反映等により、業務の効率化を
維持することができた。

例規集システム管理業務委託契約を締
結し、システムの維持管理に努め、例
規の制定・改廃に伴う更新データのシ
ステム反映等により、業務の効率化を
維持することができた。（令和5年度
データ修正数:1,744頁）

例規集システム管理業務委託契約を締
結し、システムの維持管理に努め、例
規の制定・改廃に伴う更新データのシ
ステム反映等により、業務の効率化を
維持することができた。（令和6年度
データ修正数:1,552頁）

引き続き、システムの維持管理に努
め、例規に関する業務の効率化を図る
必要がある

A
順調に進ん

だ

システムの維持管理に努め、的確な
データ修正を実施し、例規に関する業
務の効率化を図る。

政策部DX推
進室

②
（7）
4

(７) 内部情報
系システムの
充実と内部事
務のデジタル
化の推進

CADシステム
の運用

設計・製図業務の効率化や正
確さの向上に資するCADシス
テムの安定稼働を図る。

システムを安定稼働と適切な
更新

重大なインシデント件数:0件

CADシステ
ムの管理

CADシステ
ムの管理

CADシステ
ムの管理

CADシステ
ムの管理

CADシステ
ムの更新及
び管理

CADシステムの保守・管理を実施し、
安定稼働させることができた。

CADシステムの保守・管理を実施し、
安定稼働させることができた。

CADシステムの保守・管理を実施し、
安定稼働させることができた。

引き続き、システムの安定稼働を図る
ため、機器及びシステムの管理、保守
が必要である。また、システム機器賃
貸借契約の期限が到来するため、更新
する必要がある。

A
順調に進ん

だ

CADシステムの保守・管理を継続し、
安定稼働を図るほか、システム機器賃
貸借契約を延⾧し、引き続き、設計・
製図業務の効率化を図る。

政策部DX推
進室

②
（7）
5

(７) 内部情報
系システムの
充実と内部事
務のデジタル
化の推進

工事積算シス
テムの運用

積算業務の効率化、積算ミス
の防止に資する工事積算シス
テムの安定稼働を図る。

工事積算システムの活用によ
る積算業務の効率化と積算ミ
スの防止

工事積算シ
ステムの管
理

工事積算シ
ステムの管
理

工事積算シ
ステムの管
理

工事積算シ
ステムの管
理

工事積算シ
ステムの管
理
R8.9現行協
定終了

三重県と締結している「三重県自治体
共同積算システム」に係る協定に基づ
き、運用を安定して継続することがで
きた。

三重県と締結している「三重県自治体
共同積算システム」に係る協定に基づ
き、運用を安定して継続することがで
きた。

三重県と締結している「三重県自治体
共同積算システム」に係る協定に基づ
き、運用を安定して継続することがで
きた。

引き続き、工事積算システムの活用に
よる、積算業務の効率化と積算ミスの
防止を図る必要がある。

A
順調に進ん

だ

「三重県自治体共同積算システム」に
係る協定基づき、工事積算システムの
活用を継続する。
令和8年度に現行協定が終了するた
め、次期協定に向けて三重県と調整等
を行う。

政策部DX推
進室

②
（7）
6

(７) 内部情報
系システムの
充実と内部事
務のデジタル
化の推進

三重県・市町
DX推進協議会
への参画

三重県と県内市町間の連携を
強化し行政におけるＤＸと社
会全体のＤＸの推進を図るた
め設置された、三重県・市町
ＤＸ推進協議会へ継続して参
画する。

課題の共有やデジタルサービ
ス・ツール等の共同調達・運
用、人材育成等、県・市町の
連携強化

三重県・市
町DX推進協
議会への参
画

三重県・市
町DX推進協
議会への参
画

三重県・市
町DX推進協
議会への参
画

三重県・市
町DX推進協
議会への参
画

三重県・市
町DX推進協
議会への参
画

三重県・市町DX推進協議会に参画す
ることにより、県・市町間で情報シス
テム等の共同利用の検討のほか、デジ
タル関連施策の課題解決に向け、共通
の認識を持つことができた。また、共
同調達として一部のツールを効率的に
導入できた。

三重県・市町DX推進協議会やワーキ
ンググループに参画することにより、
県・市町間で情報システム等の共同利
用の検討のほか、デジタル関連施策の
課題解決の検討を行った結果、本市で
は、共同調達としてビジネスチャット
ツール等を効率的に導入できたほか、
オープンデータサイトのリニューアル
を実施できた。

三重県・市町DX推進協議会やワーキ
ンググループに参画することにより、
県・市町間で情報システム等の共同利
用の検討のほか、デジタル関連施策の
課題解決の検討を行った結果、共同調
達としてAI議事録作成支援システムを
効率的に調達することができた

三重県及び県内市町共通のデジタル関
連施策の課題解決や情報共有、情報シ
ステム等の共同利用のため、引き続き
協議会に参画する必要がある。

A
順調に進ん

だ

三重県及び県内市町共通のデジタル関
連施策の課題解決や情報共有、情報シ
ステム等の共同利用のため、引き続き
協議会に参画する。

政策部DX推
進室

②
（7）
7

(７) 内部情報
系システムの
充実と内部事
務のデジタル
化の推進

デジタルアド
バイザリ委員
会の設置

デジタル技術を積極的に活用
し、スマート自治体への転換
を図り、一人ひとりのニーズ
に合った「利用者中心の行政
サービス」につなげるため、
デジタルアドバイザリ委員会
を設置する。

アドバイザリ委員からの助言
による行政DXの推進

デジタルア
ドバイザリ
委員会の設
置検討

要綱改正
デジタルア
ドバイザリ
委員会の設
置
助言による
行政DXの推
進

アドバイザ
リ委員から
の助言によ
る行政DXの
推進

アドバイザ
リ委員から
の助言によ
る行政DXの
推進

アドバイザ
リ委員から
の助言によ
る行政DXの
推進
委員改編

ICT利活用アドバイザリ委員会の後継
組織として、デジタルアドバイザリ委
員会を行政DX推進計画に位置づけ、
設置に向けた検討を行った。

ICT利活用アドバイザリ委員会の後継
組織として、デジタルアドバイザリ委
員候補者の検討を行い、一部の候補者
や推薦組織と委員委嘱に向けた調整を
行ったほか、委員会要綱の改正を行っ
た。

デジタルアドバイザリ委員会を開催
し、行政DX推進計画実施計画の実績
を報告したほか、令和6年度の主な取
組（生成AIの活用、電子行政情報セ
キュリティポリシーの改定、地方公共
団体情報システム標準化、行政手続の
オンライン化）について今後参考とな
る助言を得ることができた。

次期行政DX推進計画策定及び電子行
政情報セキュリティポリシー改定に向
けて、引き続き、デジタルアドバイザ
リ委員からの助言を参考にする必要が
ある。

A
順調に進ん

だ

デジタルアドバイザリ委員からの助言
を参考にしつつ、次期行政DX推進計
画策定及び電子行政情報セキュリティ
ポリシー改定に向けた準備作業を進め
る。

政策部DX推
進室

②
（7）
8

(７) 内部情報
系システムの
充実と内部事
務のデジタル
化の推進

デジタルリテ
ラシー・情報
セキュリティ
研修の実施

行政DXを推進するため、デジ
タル技術の特性を理解し、効
果的に利活用することができ
る人材を育成する。

DX推進のためのマインドセッ
トの醸成
デジタルリテラシーの向上
情報セキュリティ意識の向上

デジタルリ
テラシー・
情報セキュ
リティ研修
の実施

デジタルリ
テラシー・
情報セキュ
リティ研修
の実施

デジタルリ
テラシー・
情報セキュ
リティ研修
の実施

デジタルリ
テラシー・
情報セキュ
リティ研修
の実施

デジタルリ
テラシー・
情報セキュ
リティ研修
の実施

RPAシナリオ作成研修、オフィスソフ
トの操作研修及び情報セキュリティ研
修等を実施することにより、職員のデ
ジタルリテラシーの向上を図った。

新規採用職員に対する情報セキュリ
ティ研修や動画配信によるアプリケー
ションの操作研修のほか、RPAシナリ
オ作成研修を実施し、職員の情報セ
キュリティ意識やデジタルリテラシー
の向上を図った。（研修動画配信の視
聴数184件）

新規採用職員に対する情報セキュリ
ティ研修や、情報処理技術者試験合格
に向けたデジタル人材育成研修等を実
施した。また、動画配信によるシステ
ム操作研修、セキュリティ研修を実施
したことで職員の情報セキュリティ意
識やデジタルリテラシーの向上を図っ
た。
実績（延べ人数）
【ｅラーニング合計】 33人
【ｅラーニング以外合計】  328人
うち（【セキュリティ研修合計】
65人）
【研修合計】 361人

引き続きデジタルリテラシー研修及び
情報セキュリティ研修の実施を継続
し、行政DX推進の核となるデジタル
人材の育成を図る必要がある。

A
順調に進んだ

デジタル技術の知識及び技能の習得が
必然となりつつある中、引き続きデジ
タルリテラシー研修及び情報セキュリ
ティ研修の実施を継続し、行政DX推
進の核となるデジタル人材の育成を図
る。

政策部DX推
進室



No. 重点施策 取組名 目的・内容 目指す成果 R4 R5 R6 R7 R8 令和４年度 令和５年度 令和6年度 担当
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②
（7）
9

(７) 内部情報
系システムの
充実と内部事
務のデジタル
化の推進

電子決裁の導
入

文書管理システムにおいて管
理する文書について、同シス
テムを利用して電子的に決裁
し、又は収受供覧を行う。

決裁等に要する時間の削減 準備 導入 検証 継続 継続

 現行の手続を踏襲しつつ、電子決裁
とするメリットを生かすため、手続の
細部までブラッシュアップした上で、
導入に向けた計画を作成した。
 時期については、文書管理システム
のバージョンアップを控えており、旧
バージョンでは差し障りがある取扱い
が散見されたことから、新バージョン
へのアップデートに合わせた導入とし
た。

文書管理システムの既設機能を活用
し、同システムで管理する文書につい
て、電子的に決裁し、収受供覧を行う
仕組みとした。
・紙媒体の決裁が一部削減され、電子
上での処理により決裁等に要する時間
の削減につながった。また、決裁状
況、文書の所在等が電子上で即時に確
認でき、迅速な意思形成等に寄与し
た。

電子決裁については、システム上で決
裁の所在がわかる、印刷に要する時間
が不要である等の利点から決裁時間の
削減に寄与している。実際の事務処理
時間の削減量については、職員の業務
時間から決裁に要する時間を特定・把
握する必要があり、調査手法を検討し
ている。

職員の業務時間から決裁に要する時間
を特定・把握する必要があり、調査手
法を検討しているが、決裁に要する時
間を特定することが非常に困難であ
る。

B
まずまず進

んだ

決裁に要する時間を特定・把握する必
要があるため、引き続き調査手法を検
討する。

総務財政部
総務課法務
統計グルー
プ
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(７) 内部情報
系システムの
充実と内部事
務のデジタル
化の推進

国民健康保険
資格適正管理
事業

国民健康保険の加入及び脱退
の資格情報を三重県国民健康
保険団体連合会が管理する国
保情報集約システムに自動で
連携できるよう、自庁システ
ムの改修を行う。

資格の適切な管理

検討(システ
ム導入に向
けての検
討）

検討(システ
ム導入に向
けての検
討）

検討(システ
ム改修等）

導入 継続

令和6年３月から次期国保情報集約シ
ステムへ移行されるため、その仕様及
び様式に基づいた国保資格情報の自動
連携に向けて、ベンダーと国保連合か
らの情報収集に努めた。

令和6年３月から次期国保情報集約シ
ステムへ移行し、その仕様及び様式に
基づいた国保資格情報の自動連携につ
いての情報収集を行った。

令和6年3月から移行した次期集約シ
ステムの運用において、定期的なシス
テムのエラーの有無の確認を行った。

次期集約システムへの移行は問題なく
完了したが、集約システムと総合住民
情報システム間の情報連携は手動によ
る作業であり、他市のように自動連係
を導入することが望ましいが、システ
ム改修に伴う費用が多額に発生するこ
とから実現には至っていない。

C
あまり進ま
なかった

更なる作業効率化を目標に、集約シス
テムと総合住民情報システムの自動連
係の導入を検討していく。

市民文化部
市民課国民
健康保険グ
ループ
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(７) 内部情報
系システムの
充実と内部事
務のデジタル
化の推進

預貯金照会業
務の電子化
（pipitLINQ）

現在郵送にて実施している金
融機関への滞納者の預貯金照
会業務をＬＧ-ＷＡＮ回線を利
用して、電子的に実施するこ
とで、調査・回答期間の短
縮、業務の効率化を図りま
す。

回答期間30日程が2日程に短
縮、郵送業務等に費やす時間
が30％程短縮

新規

拡充（調査
可能な金融
機関の追
加）

拡充（調査
可能な金融
機関の追
加）

拡充（調査
可能な金融
機関の追
加）

拡充（調査
可能な金融
機関の追
加）

金融機関に預貯金照会を依頼して回答
を得るまでに⾧時間を要し、効率的で
はなかった。導入後、2日程度での回
答になり調査・回答期間の短縮、郵送
業務等に費やす時間の軽減になった。
調査件数:935件

電子照会での預金照会導入後、2～3
日程度で回答を受領することが可能と
なり、業務の効率化、郵送業務等のに
要する時間、費用の削減となった。
5年度調査実績:780件
【使用金融機関】
百五銀行、三十三銀行、ゆうちょ銀行
等

電子照会で預貯金調査を行うことで、
数日で回答を受領でき、業務の効率化
を図れると共に郵送に係る事務時間並
びに郵送料の削減につながった。
６年度調査実績:461件
【依頼金融機関】
百五銀行、三十三銀行、ゆうちょ銀
行、鈴鹿農業協同組合等

多くの金融機関では電子照会が可能で
あるが、一部の金融機関では行えず、
郵送での照会も実施している。

A
順調に進ん

だ

引き続き、各金融機関の電子照会の導
入状況を注視し、電子での照会を進め
ていく。

総務財政部
税務課収納
対策グルー
プ
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(７) 内部情報
系システムの
充実と内部事
務のデジタル
化の推進

口座振替デー
タ授受のデジ
タル化推進

口座振替データを安全かつ効
率的に授受するため、指定金
融機関に委託して、一括で
データを伝送し、指定金融機
関が各収納代理金融機関と
データの授受を行う。振替結
果についても指定金融機関が
各収納代理金融機関の口座振
替データを集約し、口座振替
結果データを会計課パソコン
に一括送信する。

事務の効率化

2024年1月
にISDN回
線のサポー
トが終了す
るため、そ
の後の取扱
いについて
の検討

データ伝送
の回線変更

継続 継続 継続

口座振替及び口座振込のデータ伝送の
際に使用しているISDN回線が、2024
年1月に廃止されることに伴い、個人
情報の流出など安全面を重視し、LG-
WAN回線を使用した
AnserDATAPORTの方式でデータ授受
を行うことができるよう、各金融機関
へ聞き取り、予算化へ反映させた。

各金融機関とのデータ伝送について、
LG-WAN回線を使用した
AnserDATAPORT方式への切替を事前
テストのうえ2024年1月までに切替
え、安全にデータ授受ができたことを
確認した。

各金融機関とのデータ伝送について、
LG-WAN回線を使用した
AnserDATAPORT方式により、安全に
データ授受を行うことができた。

AnserDATAPORTの方式へ変更後、各
金融機関の月額利用料の負担額が高額
である。今後、金融機関によっては、
利用料の値上げも考えられる。

A
順調に進ん

だ

市税等の収納や支払に支障が出ないよ
う今後も引き続き金融機関等と連携の
うえ、個人情報の安全性を確保し、適
切にデータ授受を行う。

会計課出納
グループ
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(７) 内部情報
系システムの
充実と内部事
務のデジタル
化の推進

公共料金の支
払い事務のデ
ジタル化推進

公共料金の支払いについて、
会計事務の効率化を図るた
め、各課の公共料金の明細
データを財務会計システムに
取り込み、一つの部署で一括
起票して支払う。

事務の効率化

令和５年の
財務会計シ
ステムの更
新と合わせ
て導入でき
るように、
関係課、業
者と協議

開始 継続 継続 継続

各種公共料金の件数等を把握し予算化
に反映させるため、令和４年８月１月
分の公共料金について、種別、件数、
金額等の洗い出しを行い、令和５年度
からの実施に向けたスケジュールを確
率した。

各種公共料金の口座引き落としのため
のデータ登録を行い、財務会計システ
ムや公共料金明細データを受け取るた
めの設定を行った。会計課にて公共料
金のデータを抽出し、財務課契約管財
Gにて財務会計システムから一括起票
し支払を行い、光熱水費及び通信運搬
費の口座振替による支払を開始した。

各種公共料金の口座引き落としを令和
５年度から開始し、各課の伝票起票作
業、会計課での伝票審査と領収書貼付
の時間を削減し、事務の効率化を図る
ことができた。
R6年度実績（１か月平均）
取り込み明細件数（≒納付書枚数）
350件分を公共料金口座振替分伝票
（財務課一括起票分）20枚に削減し
て処理
（内訳:電話料金130件、上下水道料
金110件、電気料金110件）

各種公共料金のデータの取り込みの際
に予算不足が判明してエラーとなった
場合、支払処理まで日数が限られるた
め、各課において事前に料金を把握
し、予算残高が不足する場合は早急に
流用措置を行うよう周知を行った。し
かしながら、エラーが出る場合がある
ため、引き続き周知に努める必要があ
る。

A
順調に進ん

だ

サービス導入後の新規契約や解約、機
構改革等について、関係部署と連携を
図りながら対応し、各所属の事務負担
の軽減及び支出命令書と納付書等の書
類整理にかかる事務の負担軽減を目指
す。

会計課出納
グループ



No. 重点施策 取組名 目的・内容 目指す成果 R4 R5 R6 R7 R8 令和４年度 令和５年度 令和6年度 担当

取組実績・成果 取組実績・成果 取組実績・成果 課題・問題点 進捗度評価 今後の方向性
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(７) 内部情報
系システムの
充実と内部事
務のデジタル
化の推進

建築積算シス
テムの導入

物価スライドや週休二日制へ
の対応など、複雑化する積算
業務の合理化・省力化を行
う。また、積算業務のテレ
ワーク対応化も可能になる。

積算業務の効率化 検討、調整 導入 継続 継続 継続

建築積算システムの導入に向けて、複
数社の積算システムの試験導入、見積
り徴収を行ったが、週休二日制やR5
年度に行われる国土交通省の共通費積
算基準の改正に対応しているシステム
が見つからなかったため、R5年度で
の導入を見送った。

三重県ほか積算システムを導入してい
るすべての市で利用されている
「RIBC２」が週休２日及び積算基準
改正に対応していることがわかり、近
隣市である伊賀市及び鈴鹿市に聞き取
りを行い、導入の流れを確認した。

近隣市への聞き取りをもとに、
「RIBC2」導入に必要な単価等二次
データの購入回数の整理を行った。令
和７年度より導入することが決定され
た。

積算にかかる計算式がシステム化（ブ
ラックボックス化）されることによ
り、積算基準への理解が希薄化する恐
れがあるため、研修等で補う必要があ
る。

A
順調に進ん

だ

適切な研修等で積算基準への理解度は
維持しつつ、引き続き運用を行う。ま
た、利用状況により、契約ライセンス
数を見直していく。 建設部建築

住宅課住ま
い推進グ
ループ
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(７) 内部情報
系システムの
充実と内部事
務のデジタル
化の推進

企業会計シス
テム運用管理
事業（下水
道）

経理事務を効率的に行うた
め、企業会計システムの適切
な運用・維持管理を行う。

適正な事務処理及び安定的な
運用

企業会計シ
ステム運用
管理

継続 継続 継続 継続

農業集落排水事業の企業会計化に伴
い、令和３年度に更新した企業会計シ
ステムを適切に運用・維持管理し、効
率的に経理事務を行うことができた。

インボイス制度に伴うシステム更新、
また今まで自庁管理していた企業会計
システムをクラウド化することによ
り、適切な運用・維持管理を行うこと
ができ、より効率的な経理事務を行う
ことができた。

令和5年度に企業会計システムをクラ
ウド化したことにより、管理業者との
安全で迅速な対応ができるようになっ
たため、適切な運用・維持管理を行う
こうとができた。

企業会計システムを取り扱う担当者が
簿記の事務に精通している職員に偏
り、事務担当者が固定している。

A
順調に進ん

だ

なるべく多くの職員が企業会計に携わ
り、事務担当者が固定しないように努
める。

上下水道部
下水道課下
水道管理グ
ループ
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(７) 内部情報
系システムの
充実と内部事
務のデジタル
化の推進

救急出動の記
録データベー
ス化による業
務効率の向上

救急出動の記録をデータベー
ス化することで、救急出動報
告書の作成、各種統計・調査
及びデータ抽出をデジタル化
し、業務の効率化・迅速化を
図る。

救急業務の効率化

救急出動記
録データ
ベースの運
用

継続 継続 継続 継続

年間２０００件を超える救急活動記録
をデータベース化することにより、救
急出動報告書の作成をはじめ、統計事
務、各種調査などを円滑に処理するこ
とができた。

年間2000件を超える救急活動記録を
データベース化することにより、救急
統計などの各種事務処理を円滑に処理
することができた。
また、本市、津市及び鈴鹿市により令
和8年度に予定されている消防指令セ
ンターの共同運用開始に伴い、現行シ
ステムから新システムへ移行すること
が決定された。

年間2500件を超える救急活動記録を
データベース化することにより、救急
統計などの各種事務処理を円滑に処理
することができた。

消防指令センターの共同運用開始に伴
い、新たな救急管理システムを導入す
るにあたり、現行システムの機能性を
確保するための協議が必要となる。

A
順調に進ん

だ

消防指令センターの共同運用開始に向
けて、令和5年度に設置されたOA分科
会において、引き続き、新システムの
詳細な検討を進める。 消防本部消

防総務課消
防救急グ
ループ
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(７) 内部情報
系システムの
充実と内部事
務のデジタル
化の推進

防火対象物・
危険物施設
データベース
化による業務
効率の向上

防火対象物・危険物施設の
データをデータベース化し、
統計、検索及び各種様式作成
等の作業を行えるシステムを
使用することで、事務の効率
化・迅速化を図る。

予防業務の効率化

防火対象
物・危険物
施設データ
ベースの運
用

継続 継続 継続 継続

危険物施設管理システムについては、
データベースが完成しており、各種統
計、調査等で業務の迅速化が図れてい
る。防火対象物管理システムについて
は、一部未入力施設があるものの報告
書等で業務の円滑化に貢献している。

危険物施設管理システムは、データ
ベースが完成しており、各種統計、調
査等で業務の迅速化が図れている。防
火対象物管理システムについては、一
部未入力施設があるものの、査察に伴
う報告事務等において業務の円滑化が
図られている。

防火対象物管理システムについもデー
タベースが完成し、危険物施設管理シ
ステムとともに、査察に伴う報告事務
や各種統計、調査等において活用する
ことで、業務の迅速化が図られてい
る。

消防指令業務の共同運用開始に伴い、
防火対象物・危険物施設の管理システ
ムとして、新たに「富士通ゼネラル消
防OAシステム」が導入される。

A
順調に進ん

だ

新システムの円滑な導入に向けて、
データベースの移行や各様式の登録事
務、操作方法の確認等を着実に進めて
いく。 消防本部予

防課予防グ
ループ
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(７) 内部情報
系システムの
充実と内部事
務のデジタル
化の推進

病院総合情報
システム更新
事業

病院総合情報システムの更新
により、システムの安定的稼
働を確保し、医療業務の円滑
化と患者サービスの向上を図
る。

窓口業務に支障を来すような
システム障害件数 0件

業者選定、
契約、
システム移
行作業

システム移
行作業、
システム稼
働

継続 継続 継続

令和5年10月の新システム稼働に向
け、現行システムの課題等を洗い出す
とともに、各部署等と協議・検討を重
ね仕様書を作成し、令和5年1月に業
者を選定、同年2月に新システムの購
入契約を締結した。また、契約締結後
は、業者と連絡・調整を密にし、機器
の搬入及びシステムの構築等の準備を
進めた。

前年度から引き続き業者及び関係部署
と連携を密にし、更新作業を行った結
果、計画どおり令和5年10月に新シス
テムを稼働させることができた。

ベンダーと連携を図りながらシステム
を安定的に稼働させ、診療報酬改定に
伴う対応についても適切に行えたこと
で、患者サービスの向上が図れた

診療報酬改定に伴う作業について円滑
に進めることができ、病院総合情報シ
ステムの安定的な稼働について達成で
きた。

A
順調に進ん

だ

引き続き、ベンダーと密に連携を取り
合い、病院総合情報システムの安定的
な稼働を確保する。また、上記と並行
して、令和8年度の診療報酬改定に向
けた対応もベンダーと連携し取り組ん
でいく。

地域医療部
病院総務課
医事グルー
プ
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(８) クラウド
化の推進

自治体クラウ
ドの運用

システム導入時における費用
負担の軽減や導入時間の短縮
に資するとともに、保有する
情報を
守り、業務を継続するため、
クラウド・バイ・デフォルト
の原則に基づき、クラウド
サービスの利用を第一候補と
して検討するともに、一部の
システムについては、他自治
体と情報システムの共同利用
を行う自治体クラウドの運用
を継続する。

自治体クラウドの運用による
サポート体制の強化とシステ
ム運用コストの削減

自治体クラ
ウドの運用
延⾧に係る
協定の締結

自治体クラ
ウドの運用

自治体クラ
ウドの運用

地方公共団
体システム
標準化対応

本市と同じ総合住民情報システムを利
用している朝日町と「亀山市・朝日町
情報システムの共同化に関する協定」
を延⾧する協定を締結し、引き続き共
同運用することにより、サポート体制
の強化やシステム運用コストの削減を
継続した。

本市と同じ総合住民情報システムを利
用している朝日町と「亀山市・朝日町
情報システムの共同化に関する協定」
に基づき、引き続き共同運用を実施
し、サポート体制の強化やシステム運
用コストの削減を継続した。

本市と同じ総合住民情報システムを利
用している朝日町と「亀山市・朝日町
情報システムの共同化に関する協定」
に基づき、引き続き共同運用を実施
し、サポート体制の強化やシステム運
用コストの削減を継続した。

サポート体制の強化や運用コストの削
減を図るため、総合住民情報システム
の自治体クラウドでの運用を継続する
必要がある。

A
順調に進ん

だ

総合住民情報システムの自治体クラウ
ドでの運用を継続する。また、地方公
共団体情報システム標準化後も自治体
クラウドのメリットを活かせるようベ
ンダーと協議を進める。

政策部DX推
進室



No. 重点施策 取組名 目的・内容 目指す成果 R4 R5 R6 R7 R8 令和４年度 令和５年度 令和6年度 担当
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②
（8）
2

(８) クラウド
化の推進

図書館情報シ
ステムの運用
【再掲】

図書館利用者が、図書館情報
システムのweb機能により、
資料の検索・予約、確保連絡
をメールで受け取ることがで
きる。
（令和元年からクラウドサー
ビスである図書館情報システ
ムを使用している）

利用案内を進め、web予約等
の利用の件数・割合を増や
し、図書の利用を促進する。

図書館情報
システムの
運用管理

継続 継続 継続 継続

図書館における電子サービスの利用方
法の講座を開催した。
資料の他館取り寄せに関するパスファ
インダーを作成した。

図書館における電子サービスの利用方
法の講座を開催した。
資料の他館取り寄せに関するパスファ
インダーを作成した。

図書館における電子サービスの利用方
法の講座を開催した。

web機能の利便性は高いものの、認知
度又は認知していても実施までのハー
ドルがありが依然として低く、一部の
利用者に限られている。特に高齢者や
非デジタル層へのアプローチに工夫が
求められる。

A
順調に進んだ

さらなる利用促進を図るため、web予
約や検索機能のアンケートを実施し
サービスの周知を図る。特に館内掲
示、講座の開催、図書館職員による個
別案内等を通じて認知度の向上を図
り、利用者全体の利便性を高める

教育委員会
事務局図書
館

②
（8）
3

(８) クラウド
化の推進

住民情報系シ
ステムの運用
【再掲】

住民情報系システムは、税・
住民記録・国保等を取り扱う
総合住民情報システムと福祉
関係を取り扱う総合保健福祉
システムから成り立ってお
り、これらのシステムを安定
稼働させることにより、住民
サービスの維持及び充実を図
る。（総合住民情報システ
ム、総合保健福祉システム）

システムの安定稼働と適切な
更新

重大なインシデント件数:0件

総合住民情
報システム
更新
機器及びシ
ステムの管
理

機器及びシ
ステムの管
理

機器及びシ
ステムの管
理

機器及びシ
ステムの管
理
システム標
準化の実施

機器及びシ
ステムの管
理

総合住民情報システム及び総合保健福
祉システムについて、データセンター
における監視や保守の適切な実施によ
り、安定してシステムを稼働させるこ
とができたほか、総合住民情報システ
ム更新等により、住民サービスの維持
及び充実を図ることができた。

総合住民情報システム及び総合保健福
祉システムについて、データセンター
における監視や保守の適切な実施によ
り、システムを安定稼働させ、住民
サービスの維持及び充実を図ることが
できたほか、令和７年度までに国が策
定する標準仕様に準拠したシステムへ
移行するため、標準仕様と現行システ
ムとの比較分析（フィット＆ギャップ
分析）を行うなど、準備作業を進める
ことができた。

総合住民情報システム及び総合保健福
祉システムについて、大きなシステム
障害なく、安定稼働させることにより
住民サービスの維持及び充実を図っ
た。また、地方公共団体情報システム
標準化については、標準準拠システム
への安全な移行を図るため、ベンダー
等との調整により、一部システムを特
定移行支援システムとし、より適切な
工程管理に努めたほか、令和７年度に
移行を予定しているシステムについて
は、円滑かつ安全に移行するための環
境を整えることができた。

情報システム標準化について、令和6
年度に実施した準備作業を踏まえ、令
和7年度に標準準拠システムに移行を
予定しているシステムについては、引
き続き、システム保守委託業者及び担
当課との詳細な調整を図る必要があ
る。また、令和8年度以降に標準準拠
システムへの移行を予定している特定
移行支援システムについても、移行に
向けた環境整備を進める必要がある。

B
まずまず
進んだ

引続き、住民情報系システムの監視や
保守を適切に実施する。また、情報シ
ステム標準化について、システム保守
委託業者や担当課との調整を綿密かつ
円滑に行い、国が策定する標準仕様に
準拠したシステムへ円滑かつ安全に移
行するほか、特定移行支援システムと
して令和8年度以降に情報システム標
準化に対応するシステムについて、円
滑かつ安全に標準準拠システムへ移行
するための環境整備を進める。

政策部DX推
進室
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(８) クラウド
化の推進

内部情報系シ
ステムの運用
【再掲】

市職員が庁内事務等に使用す
るシステムや機器類の維持管
理に努め、安定稼働させるこ
とにより、行政事務の効率
化・迅速化を図る。
（統合型内部情報システム、
GIS、人事給与システム、プ
リンター制御システム、内部
情報ネットワーク、行政施設
ネットワーク、グループウェ
アパソコン）

システムの安定稼働と適切な
更新

重大なインシデント件数:0件

統合型内部
情報システ
ム更新準備
機器及びシ
ステムの管
理

統合型内部
情報システ
ム更新
機器及びシ
ステムの管
理

統合型地理
情報システ
ム更新
内部情報
ネットワー
ク更新検討
機器及びシ
ステムの管
理

グループ
ウェアパソ
コン更新
機器及びシ
ステムの管
理

プリンター
制御システ
ム更新
機器及びシ
ステムの管
理

内部情報系システムについて、データ
センター及び市庁舎において、監視や
保守を適切に実施し、システムを安定
稼働させることができ、行政事務の効
率化・迅速化を維持することができ
た。また、制度改正等に伴うシステム
改修等を円滑に実施し、適切な事務運
用を継続することができた。

内部情報系システムについて、データ
センター及び市庁舎において、監視や
保守を適切に実施し、システムを安定
稼働させることができた。また、統合
型内部情報システムの更新について、
円滑に実施することができたほか、当
該更新にあわせて、同システム内の文
書管理システムに電子決裁を導入し、
運用を開始した。こうした取組によ
り、一層の行政事務の効率化・迅速化
を図ることができた。

内部情報系システムについて、大きな
システム障害なく、安定稼働させるこ
とにより、行政事務の効率化・迅速化
を維持することができた。また、人事
給与システム、統合型地理情報システ
ム及び内部情報系ネットワーク機器等
の更新について、円滑に実施し、シス
テムの機能拡充やネットワークの安定
化につなげることができた。加えて、
AI議事録作成支援システムの導入によ
り、更なる事務効率化を図ることがで
きたほか、生成AIの展開に向けた環境
整備が整った。

行政事務の効率化・迅速化に継続して
取り組むため、引き続き、内部情報系
システムの監視や保守を適切に実施す
る必要がある。また、生成AI等新たな
デジタル技術の展開による、更なる事
務効率化を図る必要がある。

A
順調に進ん

だ

引き続き、内部情報系システムの監視
や保守を適切に実施するほか、生成AI
の全庁展開により、更なる事務効率化
を図り、人的資源を注力するべき業務
に振り向ける。

政策部DX推
進室

②
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1

(９) データ活
用の推進

行政情報オー
プンデータ化
の推進

市が保有する公共データは、
市民共有の財産であるとの認
識に立ち、行政の透明性・信
頼性の向上を図るとともに、
市民や地域、事業者が、公共
データを活用して新たな事業
創造や課題解決ができるよ
う、個人情報の保護を念頭に
置きつつ、オープンデータ・
バイ・デザインの考え方に基
づき、オープンデータ化を拡
充します。

国が推奨するデータセットの
拡充

オープン
データ化を
拡充の検討

オープン
データ化を
拡充

オープン
データ化を
拡充

オープン
データ化を
拡充

オープン
データ化を
拡充

住居番号と土地の地番の対照表のデー
タを最新のものに更新したほか、国が
公開を推奨する「自治体標準オープン
データセット」のうちオープンデータ
一覧のオープンデータ化を実施した。

三重県設置のデータ活用推進ワーキン
ググループに参画し、オープンデータ
の項目や公開方法の検討等を行い、本
市のオープンデータを拡充したほか、
本市のオープンデータサイトを多くの
自治体共同でデータを公開しているカ
タログサイトへ移設し、利用者の利便
性向上を図ることができた。

多くの自治体共同でデータを公開して
いるカタログサイトを継続して運用
し、利用者の利便性向上を図った。ま
た、データの棚卸を実施するととも
に、新たにバス情報、小中学校通学区
域を新たに公開した。

公開件数
カタログサイト:80件
フォトギャラリー:29件

引き続き、国が公開を推奨する「自治
体標準オープンデータセット」をはじ
めとするオープンデータの拡充を図る
必要がある。

B
まずまず進

んだ

引き続き、多くの自治体共同でデータ
を公開しているカタログサイトを継続
して運用を継続するとともに、国が公
開を推奨する「自治体標準オープン
データセット」をはじめとするオープ
ンデータの拡充を図る。

政策部DX推
進室
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②
（9）
2

(９) データ活
用の推進

共有デジタル
地図共同整備
運営検討委員
会への参画

法定地図やGISなど多様な業
務で利用されている地図整備
について、整備費用の縮減、
市町と県との情報共有、住民
サービスの向上、定期的な地
図更新等を推進する。県内市
町と県によるデジタル地図
（共有デジタル地図）の共同
整備、運用にかかる事業を実
施するため、共同整備運用検
討委員会へ参画する。

共有デジタル地図の活用

共有デジタ
ル地図共同
整備運営検
討委員会へ
の参画

共有デジタ
ル地図共同
整備運営検
討委員会へ
の参画

共有デジタ
ル地図共同
整備運営検
討委員会へ
の参画

共有デジタ
ル地図共同
整備運営検
討委員会へ
の参画

共有デジタ
ル地図共同
整備運営検
討委員会へ
の参画

第４期共有デジタル地図更新事業の開
始に向けて、共有デジタル地図整備運
営検討委員会に参画し、地図の整備等
に係る情報共有を図ることができた。

第４期共有デジタル地図更新事業につ
いて、共有デジタル地図整備運営検討
委員会等に参画し、地図の整備等に係
る情報等を収集し、庁内共有を図るこ
とができた。

第４期共有デジタル地図更新事業につ
いて、共有デジタル地図整備運営検討
委員会等に参画し、地図の整備等に係
る情報等を収集し、庁内共有を図るこ
とができた。また、第5期共有デジタ
ル地図共同整備に係る検討を開始し
た。

第４期共有デジタル地図整備事業に係
る動向を注視し、庁内関係部署との情
報共有を図る必要がる。

A
順調に進ん

だ

第４期共有デジタル地図更新及び第5
期共有デジタル地図整備の検討に向
け、引き続き共有デジタル地図共同整
備運営検討委員会及び関連する技術部
会へ参画する。

政策部DX推
進室
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(９) データ活
用の推進

データ分析に
基づく高齢者
の保健事業と
介護予防の一
体的実施の推
進

高齢者の保健事業と介護予防
の一体的実施を推進し、健康
寿命の延伸を図るため、KDB
（国保データベース）システ
ム等のデータを活用した健康
課題の分析、支援対象者の抽
出を行う。
（R5年度～主要事業予定）

KDBデータを活用した効率的
かつ効果的な保健事業の実施

準備

関係部署間
でのデータ
の活用
（地域の健
康課題の把
握や支援対
象者抽出）

継続 継続 継続

R5年度開始の「高齢者の保健事業と
介護予防の一体的実施事業」にむけ
て、関係部署の担当者でKDBデータを
活用した健康課題を分析するために協
議を行った。また、担当者を対象とし
たKDBデータ活用の勉強会を開催し
た。

KDBデータを活用し、健康状態不明者
などの抽出を行い、60人のハイリス
ク者への個別指導を実施した。更に次
年度以降のデータ活用について関係者
間で勉強会やワーキングを開催し、よ
り効果的に地域での健康づくりに役立
てるため、町別単位からまちづくり協
議会単位でデータを抽出できるように
仕様の変更を行った。

今年度からKDBデータがまちづくり協
議会単位で閲覧できるようになったこ
とから、一体的実施の関係部署間で情
報を共有し、データを活用した保健事
業を実施した。また、より効果的に
データの活用を図るため、国保連合会
から講師を招き、勉強会を開催した。

特になし A
順調に進ん

だ

次年度以降も勉強会を開催し、各関係
部署がデータを活用した取組みを進め
ていく。

市民文化部
市民課医療
年金グルー
プ

②
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(９) データ活
用の推進

障害福祉サー
ビスデータ
ベースへの接
続・運用

障害福祉関係データの有効活
用により効果的・効率的な制
度運用等に資するため、令和
５年度から運用が開始される
障害福祉サービスデータベー
スへの接続を可能とするため
システム改修を行い、運用し
ていく。

厚生労働省との円滑なデータ
のやりとり

システム改
修
（委託契
約、改修作
業、稼働）

運用 運用 運用 運用

障害福祉業務に係るシステム
（MCWELL）を改修して障害福祉
サービスデータベースへの接続を可能
とすることで障害福祉関係データの有
効活用による効果的・効率的な運用を
図った。

障害福祉業務に係るシステム
（MCWEL）を改修して制度改正に対
応し、円滑なサービス支給、及び支払
事務の運用を図った。

障害福祉業務に係るシステム
（MCWEL）を改修して制度改正に対
応し、円滑なサービス支給、及び支払
事務の運用を図った。

特になし A
順調に進ん

だ

制度等の状況に応じて、改修等の対応
を継続して行う。

健康福祉部
地域福祉課
障がい者支
援グループ

②
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(10) 庁内無線
LANの拡充

庁内無線LAN
の拡充

ペーパーレス会議等、柔軟か
つ効率的な働き方を推進する
ため、内部事務用に庁内に整
備しているネットワークの無
線 LAN化を拡充する。

庁内無線LAN環境の拡充によ
る効率的な働き方の実施

庁内無線
LAN環境の
調査・検討

庁内無線
LAN環境の
拡充

庁内無線
LAN環境の
拡充

本庁舎３階及び西庁舎３階会議室に構
築した庁内無線LANの活用により、
ペーパーレス化を推進したほか、新型
コロナウイルス感染症対策として実施
した会議室での分散勤務を円滑に実施
できた。

内部事務用に庁内に整備しているネッ
トワークの無線 LAN化を本庁２階及
び総合保健福祉センターへ拡充し、効
率的な働き方の環境整備につなげるこ
とができたほか、ネットワークループ
等の削減を図った。

内部事務用の無線LANについて、無線
ネットワーク管理システムを活用し
て、適切なシステム管理を行い、安定
して運用することができた。

WindowsUpdate等により、回線が圧
迫されることがあるため、配信スケ
ジュールについて適切に管理するな
ど、安定運用に向けた方策を検討する
必要がある。

A
順調に進ん

だ

庁内無線LANの維持管理に努め、引き
続き、ペーパーレス化のほか、新庁舎
整備を踏まえた柔軟かつ効率的な働き
方を推進する。 政策部DX推

進室



No. 重点施策 取組名 目的・内容 目指す成果 R4 R5 R6 R7 R8 令和４年度 令和５年度 令和6年度 担当

取組実績・成果 取組実績・成果 取組実績・成果 課題・問題点 進捗度評価 今後の方向性

②
（11）
1

(11) 学校・保
育現場等のデ
ジタル化の推
進

GIGAスクール
構想推進事業

令和の日本型教育が目指す
「個別最適な学び」と「協働
的な学び」の実現に向け、国
が示したロードマップに沿っ
た環境の整備を行うととも
に、教員のICTを使った授業の
指導力向上を図り、子どもた
ちの情報活用能力を育成す
る。

ICT機器の活用を学習の成果に
つなげる

GIGAス
クール構想
推進事業の
継続実施

継続 継続 継続 継続

・R4年8月サーバ機器の更新
・管理職・非常勤講師等用iPadを73
台追加購入
・端末活用のための研修会の開催
・Wifi環境が整っていない家庭へのモ
バイルWiFiルーター端末の貸与1台

・パソコン教室関連機器及び職員共有パ
ソコン賃貸借（R元.9月～R6.８月）
・校務用サーバ等関連機器賃貸借
（R4.9月～R9.8月）
・タブレット方PCの更新（教員用）50
台
・ロイロノートの更新（R5.4月～R6.3
月）
・情報通信技術支援員の配置（1人）
・情報教育研修会の開始ア（教員対象）
・指導者用端末を更新し、校務用サーバ
サーバの更新整備を行うことで、学校に
おける情報教育環境を整備できた。
・児童生徒のタブレット端末の持ち帰り
学習が増え、家庭学習におけるタブレッ
ト端末の活用が向上した。（R4年間17
回→R5年間53回）
・ICT活用や情報教育について研修会を
行うことで教員のICT活用能力が向上
し、わかりやすい授業づくりを行うこと
ができた。（学習の中でICT機器を使う
のは勉強の役に立つと思いますかという
問いに対して「役に立つ」と答えた児童
生徒の割合（小学校R4 68.8％→R5
74.9％ 中学校R4 68.2％→R5
70.1％）

・パソコン教室関連機器及び職員共有
パソコン賃貸借
（R元.9月～R6.8月）
・校務用サーバ等関連機器賃貸借
（R4.9月～R9.8月）
・ロイロノートの更新
（R6.4月～R7.3月）
・フィルタリングソフト購入
（R6.4月～R8.3月）
・情報機器の保守、管理
・情報通信技術支援員の配置
（R6.4月～R8.3月）
・情報教育研修会の開催(教員対象）
・先進校視察、研究会等への参加

・児童生徒のタブレット端末の持ち帰
り学習が増え、家庭学習におけるタブ
レット端末の活用が向上した。（R年
間R5年間53回→R6年間143回）
・ICT活用や情報教育について研修会
を行うことで教員のICT活用能力が向
上し、わかりやすい授業づくりを行う
ことができた。（画像や動画、音声等
を活用することで、学習内容がよく分
かる90.2%)

文部科学省が作成したGIGAスクール
構想の実現に向け、環境整備を行うと
ともに、子どもたちの情報活用能力を
育成する必要がある。

A
順調に進ん

だ

文部科学省が作成したGIGAスクール
構想の実現に向け、環境整備を行うと
ともに、子どもたちの情報活用能力を
育成する必要がある。

教育委員会
事務局学校
教育課
教育研究グ
ループ

②
（11）
2

(11) 学校・保
育現場等のデ
ジタル化の推
進

デジタル教科
書の導入と活
用

文部科学省では、2024年度の
教科書改訂を契機として、デ
ジタル教科書の本格的導入を
目指している。現在は、その
実証実験として、市内児童生
徒を対象に無償配布が始まっ
ている。本格導入に向けた態
勢づくりが求められている。

デジタル教科書効果的活用 実証実験
実証実験
導入検討

導入予定 継続 継続

・小学校（8校）５・６年生児童にお
いて、外国語活動のデジタル教科書を
活用した。
・また、小学校（7校）５・６年と小
学校（1校）全学年児童において、算
数科のデジタル教科書を活用した。

・市内全小学校（11校）５・６年生
児童において、外国語科のデジタル教
科書を活用した。
・また、小学校（６校）５・６年児童
の算数科、中学校（1校）全学年生徒
の数学科において、デジタル教科書を
活用した。

・市内全小学校（11校）５・６年生
児童において、外国語科のデジタル教
科書を活用した。
・また、小学校（６校）５・６年児童
の算数科、中学校（1校）全学年生徒
の数学科において、デジタル教科書を
活用した。

デジタル教科書の活用方法について、
引き続き研究を進めていく必要があ
る。

A
順調に進ん

だ

外国語科（英語）は、小学校５・６年
児童、中学校全学年生徒に導入された
ため、児童生徒の多様な学び方に向け
た効果的な指導方法を指導・助言して
いく。

教育委員会
事務局学校
教育課教育
支援グルー
プ

②
（11）
3

(11) 学校・保
育現場等のデ
ジタル化

校務支援シス
テム事業

統合型校務支援システムを活
用し、教職員の業務の軽減と
効率化を図ることにより、教
職員が児童生徒と向き合う時
間や教材研究の時間を確保す
る

教職員の時間外勤務の縮減
※初年度は研修・習熟期間の
ため目標時間の設定なし

システムの
導入と設定
職員研修実
施・試験的
な運用開始

継続 継続 継続 継続

令和5年1月よりシステムの試行を開
始するとともに、本格実施に向け、各
校にて基礎情報の登録作業等を行っ
た。
 また、システム導入に係る研修を3
回、システム活用に係る研修を14回
（各校1回）実施した。研修会では
様々な機能の説明とその活用方法につ
いて研修を深め、実際の活用に向けて
必要な準備を進めることができた。

 令和5年4月より本格的にシステム
の活用を実施した。各校の教職員がシ
ステムに慣れ、有効的に活用するため
に研修会を年間6回実施した。また、
年間3回（各学期末ごと）システム活
用に関するアンケートをとり、成果と
課題を把握した。
 全教職員が「出退勤時刻」をシステ
ム内で打刻することで、各教職員の在
校時間を把握することができた。

各校職員が、システム内の様々な機能
を活用するようになった。「掲示板」
機能を活用することで、職員打合せの
実施回数や実施時間の減少につながっ
た。打合せ実施回数は令和3年度比で
年間約20回削減された。また、
「メッセージ」機能を活用する職員が
増えたことで、他校や教育委員会の職
員との提出物等のやりとりに対する時
間削減につながった。

校務支援システムの活用について、転
入者や新規採用者等、初めて活用する
教職員にも確実に周知し、「掲示板」
の確認や「メッセージ」機能の活用に
ついて習慣化を図る必要がある。

A
順調に進ん

だ

引き続き、校務支援システムを活用
し、教職員の業務の軽減と効率化を図
る。

教育委員会
事務局学校
教育課学事
教職員グ
ループ

②
（12）
1

(12) 情報セ
キュリティ対
策の強化

EDRの導入

端末の処理を常時監視して不
審な挙動をいち早く検知し、
記録を取って管理者に通報す
る仕組であるEDR（Endpoint
Detection and Response）
を導入し、サイバー攻撃を阻
止するだけでなく、内部に侵
入された場合を想定し、迅速
な対応によって被害の拡大を
防ぐ。

高度なサイバー攻撃への対策
の実施

EDR試行導
入

EDR導入
EDR運用管
理

EDR運用管
理

EDR運用管
理

令和５年度本格導入に向けてEDRの情
報収集に努めたほか、一部の端末へ試
験的に導入し、EDRソフトの挙動等を
確認する運用テストを実施した。

高度化するサイバー攻撃等に対応する
ため、職員が使用するグルーウェアパ
ソコンの挙動を監視し、不正プログラ
ム等の検知や対処を行うEDRの本格運
用を開始することができた。

EDRについて安定して運用することが
できた結果、不正プログラム等の検出
は0件であった。一方で、今年度は
フィッシング画面が表示されるなどの
事象が2件あったが、SOC（セキュリ
ティオペレーションセンター）と連携
し、適切に対処することができた。

引き続き、EDRの運用により、職員が
使用するグルーウェアパソコンの挙動
を監視し、不正プログラム等の検知や
対処を行い、高度化するサイバー攻撃
等に対応する必要がある。

A
順調に進ん

だ

EDRの運用により、職員が使用するグ
ルーウェアパソコンの挙動を監視し、
不正プログラム等の検知や対処を行
い、高度化するサイバー攻撃等に対応
する。

政策部DX推
進室



No. 重点施策 取組名 目的・内容 目指す成果 R4 R5 R6 R7 R8 令和４年度 令和５年度 令和6年度 担当

取組実績・成果 取組実績・成果 取組実績・成果 課題・問題点 進捗度評価 今後の方向性

②
（12）
2

(12) 情報セ
キュリティ対
策の強化

DXリーダーの
設置

行政DX推進計画の推進に当た
り、各所属に一人、所属⾧か
ら推薦を受けたDXリーダーを
置き、行政 DX 推進活動を行
うほか、所属のパソコンやソ
フトウェア等の管理・設定、
所属職員に対する情報セキュ
リティの徹底等を行う。

各所属のパソコンやソフト
ウェアの管理
情報セキュリティの徹底
各所属のＤＸを推進

DXリーダー
の設置

DXリーダー
の設置

DXリーダー
の設置

DXリーダー
の設置

DXリーダー
の設置

令和４年度の人事異動に伴い、所属⾧
から推薦を受けたDXリーダーを各グ
ループに設置した。DXリーダーの設
置により、各所属のパソコンの管理や
プリンタの設定等を円滑に実施するこ
とができた。

令和５年度の人事異動に伴い、所属⾧
推薦のDXリーダーを各グループに設
置したほか、各DXリーダー等への研
修等を通じて、EDRの展開、統合型内
部情報システムの更新、オンライン申
請フォーム作成ツールの展開及び無線
LAN環境の拡充、プリンタ更新等を円
滑に実施することができた。

令和6年度の人事異動に伴い、所属⾧
推薦のDXリーダーを各グループに設
置したほか、情報セキュリティ対策を
強化するために実施した外部記録媒体
の棚卸について、各DXリーダーの協
力を得ることで、円滑に実施すること
ができた。

DXリーダーのデジタルリテラシーの
向上に努め、各所属の行政DX 推進活
動の活性化を図る必要がある。

A
順調に進ん

だ

DXリーダーのデジタルリテラシーの
向上に努め、各所属の行政DX 推進活
動の活性化を図る。

政策部DX推
進室

②
（12）
3

(12) 情報セ
キュリティ対
策の強化

デジタルリテ
ラシー・情報
セキュリティ
研修の実施
【再掲】

行政DXを推進するため、デジ
タル技術の特性を理解し、効
果的に利活用することができ
る人材を育成する。

DX推進のためのマインドセッ
トの醸成
デジタルリテラシーの向上
情報セキュリティ意識の向上

デジタルリ
テラシー・
情報セキュ
リティ研修
の実施

デジタルリ
テラシー・
情報セキュ
リティ研修
の実施

デジタルリ
テラシー・
情報セキュ
リティ研修
の実施

デジタルリ
テラシー・
情報セキュ
リティ研修
の実施

デジタルリ
テラシー・
情報セキュ
リティ研修
の実施

RPAシナリオ作成研修、オフィスソフ
トの操作研修及び情報セキュリティ研
修等を実施することにより、職員のデ
ジタルリテラシーの向上を図った。

新規採用職員に対する情報セキュリ
ティ研修や動画配信によるアプリケー
ションの操作研修のほか、RPAシナリ
オ作成研修を実施し、職員の情報セ
キュリティ意識やデジタルリテラシー
の向上を図った。（研修動画配信の視
聴数184件）

新規採用職員に対する情報セキュリ
ティ研修や、情報処理技術者試験合格
に向けたデジタル人材育成研修等を実
施した。また、動画配信によるシステ
ム操作研修、セキュリティ研修を実施
したことで職員の情報セキュリティ意
識やデジタルリテラシーの向上を図っ
た。
実績（延べ人数）
【ｅラーニング合計】 33人
【ｅラーニング以外合計】  328人
うち（【セキュリティ研修合計】
65人）
【研修合計】 361人

引き続きデジタルリテラシー研修及び
情報セキュリティ研修の実施を継続
し、行政DX推進の核となるデジタル
人材の育成を図る必要がある。

A
順調に進んだ

デジタル技術の知識及び技能の習得が
必然となりつつある中、引き続きデジ
タルリテラシー研修及び情報セキュリ
ティ研修の実施を継続し、行政DX推
進の核となるデジタル人材の育成を図
る。

政策部DX推
進室

②
（12）
4

(12) 情報セ
キュリティ対
策の強化

電子行政情報
セキュリティ
ポリシーの運
用

市が保有する電子行政情報資
産を積極的に活用しながら、
その管理を徹底し、情報セ
キュリティの確保に最大限に
取り組む。

情報セキュリティの確保

電子行政情
報セキュリ
ティポリ
シーの運用

電子行政情
報セキュリ
ティポリ
シー改定検
討

電子行政情
報セキュリ
ティポリ
シー改定検
討・調整

電子行政情
報セキュリ
ティポリ
シー調整・
改定作業

電子行政情
報セキュリ
ティポリ
シー改定

電子行政情報セキュリティポリシーに
基づき、情報セキュリティを徹底した
上で、電子行政情報資産の活用を図っ
た。

情報セキュリティに関し、外部専門家
による監査を実施し、本市の電子行政
情報セキュリティポリシーについて、
改善が必要な事項を明確化することが
できた。

令和5年度に実施した外部監査結果を
踏まえて、電子行政情報セキュリティ
ポリシー改定の検討を行ったほか、
10月に改版されたセキュリティポリ
シーガイドラインの理解に努めた。ま
た、情報セキュリティを強化強化する
ため、USBメモリ等外部記録媒体の棚
卸を全庁的に実施した。

電子行政情報セキュリティポリシー改
定に向けて、デジタルアドバイザリ委
員の助言や外部デジタル専門人材の支
援を得ながら、適切に進める必要があ
る。

B
まずまず進

んだ

電子行政情報セキュリティポリシー改
定に向けて、デジタルアドバイザリ委
員の助言や外部デジタル専門人材の支
援を得ながら、適切に進める。

政策部DX推
進室



亀山市行政DX推進計画実績一覧
第３節　市民・地域のDX
No. 重点施策 取組名 目的・内容 目指す成果 R4 R5 R6 R7 R8 令和４年度 令和５年度 令和6年度 担当

取組実績・成果 取組実績・成果 取組実績・成果 課題・問題点 進捗度評価 今後の方向性

③
（1）
1

(１) 地域のデ
ジタル化の促
進

市民・地域・
行政間相互情
報交流推進事
業

地域まちづくり協議会のホー
ムページによる情報発信を促
進する。また、情報共有シス
テムのさらなる活用を促すと
ともに、地域まちづくり協議
会関係事務の効率化に寄与す
るシステムの導入を実現す
る。

地域まちづくり協議会関係事
務の効率化

調査・検討
調査・検討
導入・運用

調査・検討
導入・運用

調査・検討
導入・運用

調査・検討
導入・運用

ホームページについては、運用方法の
見直しによって更新の頻度が増加した
地域や、YouTube、Instagramなど
のSNSとの関連付けを行うことで、
内容の充実が図れた地域があった。情
報交流の仕組みについては、情報共有
システムaipoの活用の充実に努め
た。地域まちづくり協議会関係事務の
効率化に寄与するシステムについて、
地域の意見の聞き取りを行った。

ホームページについては、運用方法の
見直しや、SNSとの関連付けやQR
コードの活用により充実が図れた地域
があった。情報交流の仕組みについて
は、情報共有システムクロジカ（旧称
aipo）に貸出可能備品一覧や各地域
の事業一覧を掲載するなど充実が図れ
た。地域まちづくり協議会関係事務の
効率化に寄与するシステムについて、
地域との調整を行った。

ホームページについては、活用推進の
ため運用について支援を行った。情報
交流の仕組みについては、情報共有シ
ステムクロジカ（旧称aipo）に、地
域活性化支援事業の改正後の交付金申
請様式等を掲載し、事務が円滑に行わ
れるよう更新した。地域まちづくり協
議会関係事務の効率化に寄与するシス
テムについて、地域と調整し、一部の
地域に新しいシステムを提供すること
ができた。

ホームページについては、活用が停滞
している地域もあり、活用を促すとと
もに、運用支援を行う必要がある。情
報共有システムクロジカ（旧称
aipo）については、事業活動の掲示
など参考事例を共有し、事業の活性化
につながるような活用推進を促す必要
がある。また、地域まちづくり協議会
関係事務の効率化に寄与するシステム
の導入については、地域のニーズを聞
き取り、適切なシステム導入が図られ
るよう調整が必要である。

B
まずまず進

んだ

情報発信手段の多様化が進む中、ホー
ムページを含めた総合的な情報発信の
手法について、引き続き各地域まちづ
くり協議会に展開できるよう情報の提
供を行うとともに、活用が停滞してい
る地域には更なる人的支援を行う。情
報共有システムクロジカ（旧称
aipo）について、活用を促すため、
事務職員等への研修会を開催するなど
運用支援の充実を図る。また、地域ま
ちづくり協議会関係事務の効率化に寄
与するシステムについては、地域の意
見を踏まえたシステムの導入及び調
査・検討を引き続き行っていく。

市民文化部
まちづくり
協働課地域
まちづくり
グループ

③
（1）
2

(１) 地域のデ
ジタル化の促
進

多言語情報
メール配信事
業

日本語の情報が理解できない
外国人に対し、日常生活に必
要な情報を提供する

多様な媒体を介した情報発信
の充実

手法の検
討、内容の
作成

継続 継続 継続 継続

外国人相談窓口を増設し、映像及び電
話通訳による多言語対応を充実させ
た。また、多言語版広報紙を毎月発行
するとともにメール配信を行った。

映像及び電話通訳による多言語対応に
努めるとともに、多言語版広報紙を毎
月発行し、メール配信を行った。

映像及び電話通訳による多言語対応に
努めるとともに、R6.6からは従前の
紙版の多言語広報紙に替わり電子版多
言語広報「かめやまニュース」として
発信し、対応言語が3言語から10言語
へと増加した。

外国人住民が増加、多国化してきてい
ることから、時代の変化に応じた電子
による情報発信を行い、外国人住民の
暮らしの不安解消に努める必要があ
る。

A
順調に進ん

だ

引き続き、映像及び電話通訳による多
言語対応に努めるとともに、クラウド
サービスを利用した電子版多言語広報
により情報発信を行う。

市民文化部
文化課人
権・ダイ
バーシティ
グループ

③
（1）
3

(１) 地域のデ
ジタル化の促
進

「タベスケ」
事業

食品ロス削減を目的に消費者
と協力店（食品販売）をマッ
チングさせるサービス「かめ
やまタベスケ」を実施する。

食品ロス削減
「タベス
ケ」導入

「かめやま
タベスケ」
実施

「かめやま
タベスケ」
実施

「かめやま
タベスケ」
実施

「かめやま
タベスケ」
実施

令和4年9月から食品ロス削減マッチ
ングサービス「かめやまタベスケ」を
導入し、サービスを開始することがで
きた。

食品ロス削減マッチングサービス「か
めやまタベスケ」の運用を円滑に進め
ることができた。
新たにリリースされたアプリ版につい
て、市の公式ホームページ及びＳＮＳ
（facebook・LINE）にて周知するこ
とができた。

「かめやまタベスケ」に関する食品販
売事業者向けアンケート調査を実施
し、R7年度の継続について検討し
た。

【Ｒ4.9～Ｒ6.12実績】
新規協力店舗:6店舗（Ｒ4:5店舗、
Ｒ6:1店舗）
出品数:294件（Ｒ4:57件、Ｒ5:
138件、Ｒ6:111件）、
取引成立数:809件（Ｒ4:92件、Ｒ
5:415件、Ｒ6:327件）
食品ロス削減量:654,380ｇ（Ｒ4:
68,610ｇ、Ｒ5:294,820ｇ、Ｒ6:
310,350ｇ）
販売額:1,476,715円（Ｒ4:
161,745円、Ｒ5:743,270円、Ｒ
6:613,600円）。

アンケート調査を行ったことにより、
新規協力店舗が1店舗増加したが、依
然として協力店舗の登録数が少なく、
出品数も少ないことが課題である。

A
順調に進ん

だ

引き続き市の実状に応じた必要なサー
ビスであるかの検討を行い、廃止する
か継続するかを判断する。

産業環境部
環境課廃棄
物対策グ
ループ

③
（1）
4

(１) 地域のデ
ジタル化の促
進

オンライン会
議ツールを活
用したオンラ
イン講座の実
施

公民館講座やかめやま人キャ
ンパス講座において、オンラ
イン受講可能な講座を実施す
る。

ICTを活用した講座の開催数
R８ 20回

オンライン
会議ツール
を活用した
オンライン
講座の実施

継続 継続 継続 継続

かめやま人キャンパス講座において、
活動報告、学びのガイドブックへの掲
載内容についての意見交換をハイブ
リッド方式で行った。

かめやま人キャンパスにおいて、
YouTube Live 等を活用し、オンライ
ン受講可能な講座を実施した。

かめやま人キャンパスを先駆として、
オンライン環境が整っている図書館多
目的室を拠点とし、デジタル技術（Ｉ
ＣＴ）を活用した講座を実施した。
また、情報発信ツールであるＬＩＮＥ
アプリ等を活用し、YouTubeによる
オンライン配信等として実施した。
かめやま人キャンパス:15回
公民館:1回
合計:16回

YouTube Live 等によるオンライン配
信ついては、音声が聞き取りにくいな
どの課題があるため、録画保存したも
のを再編集し、アーカイブ配信等とし
て実施する必要がある。

A
順調に進ん

だ

問題点等の解消に向け、引き続き検討
を図っていくとともに、ハイブリット
方式の活用等についても継続して進め
ていく。

教育委員会
事務局生涯
学習課社会
教育グルー
プ
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③
（2）
1

(２) オープン
データ化の推
進

行政情報オー
プンデータ化
の推進
【再掲】

市が保有する公共データは、
市民共有の財産であるとの認
識に立ち、行政の透明性・信
頼性の向上を図るとともに、
市民や地域、事業者が、公共
データを活用して新たな事業
創造や課題解決ができるよ
う、個人情報の保護を念頭に
置きつつ、オープンデータ・
バイ・デザインの考え方に基
づき、オープンデータ化を拡
充します。

国が推奨するデータセットの
拡充

オープン
データ化を
拡充の検討

オープン
データ化を
拡充

オープン
データ化を
拡充

オープン
データ化を
拡充

オープン
データ化を
拡充

住居番号と土地の地番の対照表のデー
タを最新のものに更新したほか、国が
公開を推奨する「自治体標準オープン
データセット」のうちオープンデータ
一覧のオープンデータ化を実施した。

三重県設置のデータ活用推進ワーキン
ググループに参画し、オープンデータ
の項目や公開方法の検討等を行い、本
市のオープンデータを拡充したほか、
本市のオープンデータサイトを多くの
自治体共同でデータを公開しているカ
タログサイトへ移設し、利用者の利便
性向上を図ることができた。

多くの自治体共同でデータを公開して
いるカタログサイトを継続して運用
し、利用者の利便性向上を図った。ま
た、データの棚卸を実施するととも
に、新たにバス情報、小中学校通学区
域を新たに公開した。

公開件数
カタログサイト:80件
フォトギャラリー:29件

引き続き、国が公開を推奨する「自治
体標準オープンデータセット」の拡充
を図る必要がある。

B
まずまず進

んだ

引き続き、多くの自治体共同でデータ
を公開しているカタログサイトを継続
して運用を継続するとともに、国が公
開を推奨する「自治体標準オープン
データセット」をはじめとするオープ
ンデータの拡充を図る。 政策部DX推

進室

③
（2）
2

(２) オープン
データ化の推
進

農業委員会サ
ポートシステ
ム

農地台帳の項目のうち公表項
目をインターネットの利用に
より一般に公開する。
これにより、担い手への農地
の利用集積を推進するととも
に、新規就農希望者、参入希
望法人などに必要となる農地
情報を提供し、農地の利用促
進・保全や耕作放棄地の解消
と発生防止を図る。
令和４年度より「農地情報公
開システム」から「農業委員
会サポートシステム」へ移行
することにより、eMAFF地図
において適正な農地情報を公
開するよう努める。

農業委員会が整備している農
地台帳に基づく農地情報を電
子化・地図化して公開するこ
とで、担い手への農地の利用
集積を推進し、農地の利用促
進を図る。

農業委員会
サポートシ
ステムの運
用

継続 継続 継続 継続

農業委員会サポートシステムへの移行
に伴う情報収集に務めた。
また、国が進めるeMAFF上の地番と
農地台帳や地番図等を紐づける事業に
おいて、データ提供の準備を進めた。

農地台帳の再アップロードや地番図
データの提供により、農業委員会サ
ポートシステムに登載されている農地
台帳と地図データ（ポリゴンデータ）
の紐づけを行った（紐づけ率８
７％）。

eMAFF地図において適正な農地情報
を公開するよう農地台帳の再アップ
ロードを行った。
既存の農地台帳システムの保守サービ
スが令和７年度で終了することとな
り、新規の農地台帳システムの導入の
検討を行い、予算措置を行った。

農業委員会サポートシステムやワンデ
スクシステムの運用に関しては、不都
合が多く、現状、活用は難しい。
令和６年度末から地域計画が策定さ
れ、農地台帳だけでなく目標地図の管
理も必要となっていることから、台帳
や地図の適切な管理が求められてい
る。
既存の農地台帳システムの保守サービ
ス終了に伴う、新規の農地台帳システ
ムの移行が必要である。

B
まずまず進

んだ

新規の農地台帳システムを導入し、農
地台帳と目標地図の管理を適切に行っ
ていく。
eMAFF地図において適正な農地情報
を公開できるように、継続して農地台
帳の再アップロードを行っていく。
地域計画や農地パトロール、農地所有
者の意向状況等の情報を整理し、担い
手等に農地の利用集積が図られるよう
に取り組んでいく。

産業環境部
農林振興課
農林政策グ
ループ（農
業委員会事
務局）

③
（2）
3

(２) オープン
データ化の推
進

亀山市史
（ウェブ版）
の普及拡大事
業

亀山市史のセキュリティの考
え方やシステムが影響し、強
いセキュリティを設定してい
る外部機関では亀山市史を利
用できない。亀山市史のセ
キュリティの考え方やシステ
ムを見直し、同時に利用しや
すいウェブページへと再編
し、さらなる利活用の普及拡
大を図る。

ウェブページの改修
R5 １件

ウェブペー
ジ改修のた
めの仕様策
定及び設計

ウェブペー
ジの改修

ウェブページ改修のための仕様策定及
び設計を実施し、令和５年度の改修実
施に向けての改修規模の確認と仕様作
成の準備をした

CMSを導入し、SSL対応などウェブ
ページの改修を行った。またページの
デザインを見直し、利用しやすいウェ
ブページにするとともに、Adobe
Flashの提供終了により利用できなく
なっていた亀山市史の動画等を閲覧で
きるよう修正を行った。

亀山市史のウェブページ改修について
は改修箇所が非常に多いため、不具合
の解消を保守契約の範囲内で行ってお
り、今まで見れなかった画像が一部見
れるようになった。

ウェブページの改修箇所が非常に多い
ため、計画的に改修に取り組む必要が
ある。

B
まずまず進

んだ

亀山市史のウェブページ改修について
は、委託業者と相談しながら具体的な
計画を立てて行っていく必要がある。

市民文化部
歴史博物館

③
（3）
1

(３) サテライ
トオフィス等
の検討

テレワーク環
境の整備検討

地方移住やテレワークへの関
心が高まる中、都市部からの
移住や仕事を通じた交流の促
進に向け、市域におけるテレ
ワーク環境整備の可能性やそ
の手法について検討する。

方向性の決定 検討 検討
方向性の決
定

方向性に基
づく取り組
み

方向性に基
づく取り組
み

県内で唯一、国のテレワーク交付金を
活用しテレワーク施設を整備した名張
市を訪問し、事業立案の経緯や事業の
現状を確認するとともに施設を見学
し、事業化に向け検討を行う上での参
考とした。

市が所有する空き家をフィールドとす
る関係人口創出に向けたワークショッ
プの開催と合わせて、当該空き家を活
用したテレワーク施設の整備につい
て、その可能性を検討した。

市が所有する空き家を活用したテレ
ワーク施設の整備については、老朽化
が進み、大規模な改修が必要であるこ
とから、現状の財政状況では直営での
整備は困難であり、また、民間企業等
からも事業化に向けた提案や相談が寄
せられていないことから、テレワーク
施設の整備は事業化に至らなかった。

事業化に向け、民間企業等とのパート
ナーシップの構築を図るとともに、コ
ロナ禍後においても、テレワーク施設
に対する需要が十分に見込めるかどう
かを検証する必要がある。

D
進まなかっ

た

引き続き、運営主体となり得る民間企
業等を模索するとともに、事業化に向
けて財政的負担や利用ニーズを踏まえ
た検討を行う。 政策部政策

推進課政策
調整グルー
プ

③
（3）
2

(３) サテライ
トオフィス等
の検討

地方型サテラ
イトオフィス
誘致の検討

サテライトオフィスの誘致を
目的に、空き家活用など他市
の事例の情報収集及びニーズ
の把握を行う。

・空き家、空き店舗活用
・雇用創出

他市の事例
収集等

・視察を含
めた研究
・方向性を
決定

方向性に基
づき実施

方向性に基
づき実施

方向性に基
づき実施

地方創生テレワーク交付金活用事例や
他市の事例の情報収集を行った。

先進地視察を行い、本市がサテライト
オフィスを開設する場合の課題を考察
した。

先進地（松江市）視察を行い、本市が
サテライトオフィスを開設する場合の
課題を考察した。

コロナ禍が明け、社会情勢が変化した
中で企業のニーズがあるのかを把握す
る必要がある。

C
あまり進ま
なかった

施設整備に費用を要することから、企
業ニーズを慎重に把握しつつ、官民連
携も視野に入れて検討を進める。

産業環境部
商工観光課
商工業振興
グループ
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③
（4）
1

(４) Wi-Fi環境
の整備

図書館フリー
Wi-Fi整備

亀山市立図書館の駅前移転
(R5.1開館)に合わせ、利用者
の利便性向上と研究支援のた
め、館内利用フリーWi-Fiの整
備を行う。

レファレンスなど図書館サー
ビスの基本を実行するため、
情報社会に即した環境を整備
する。

整備 継続 継続 継続 継続

亀山市立図書館の駅前移転(R5.1開
館)に合わせ、館内利用フリーWi-Fiの
整備を行った。
図書館利用者の利便性が向上した。

館内利用フリーWi-Fiの整備により、
図書館利用者の利便性が向上した。

館内利用フリーWi-Fiの整備により、
図書館利用者の利便性が向上した。

回線の容量もあることから、1日の利
用時間を2時間までに設定しているた
め、利用者からは不十分である旨の意
見がある。

A
順調に進んだ

引き続き運用を行い、利用状況によ
り、使用時間設定などを見直してい
く。 教育委員会

事務局図書
館

③
（4）
2

(４) Wi-Fi環境
の整備

公共施設への
Wi-Fi環境の整
備の検討

公共施設において、Wi-Fi で
のインターネット接続環境を
提供し、災害時の情報伝達手
段の確保と市民満足度の向上
を図る。

インターネット接続環境の提
供による市民満足度の向上

一部施設へ
導入

その他施設
への展開手
法の調査・
研究

手法の検討
整備計画作
成

整備

令和５年１月に開館した新図書館にお
いて、利用者向けのWi-Fi環境の構築
により、市民満足の向上を図った。

多くの用途でインターネット環境を活
用できるよう、持ち運びが可能なモバ
イルWi-Fiルータを導入した。なお、
令和５年度は、マイナポイント設定支
援、道路パトロール、能登半島地震の
被災者支援業務において、Wi-Fi環境
を活用することができた。

持ち運びが可能なモバイルルータにつ
いて、継続して利用できるようデータ
容量無制限のものに変更をした。ま
た、当該モバイルルータを、マイナ保
険証の登録業務で、担当課がタブレッ
トを購入するまでの間、活用すること
ができた。

持ち運びが可能なモバイルルータにつ
いて、公共施設等において市が実施す
る催しや説明会等で活用できるよう、
全庁的な貸出体制を整備する必要があ
る。

B
まずまず進

んだ

持ち運びが可能なモバイルルータを全
庁的に利用できるよう、貸出体制を整
備する。

政策部DX推
進室

③
（5）
1

(５) 防災や被
災者支援の仕
組みの構築

防災情報伝達
システム構築
事業

南海トラフ地震や巨大化する
台風、集中豪雨が懸念される
中、行政として迅速かつ的確
な災害情報の収集及び伝達を
行うことで、市民の安心・安
全の基盤をつくり、災害に強
いまちづくりを推進する。

各種災害情報を幅広く収集
し、市民の安全を確保するた
めの情報を迅速に伝達すると
ともに、伝達手段の重層化等
により積極的な伝達するシス
テムを構築する。

方針決定
電波伝搬調
査

実施設計
システム整
備、
一部運用

システム整
備完了、運
用

運用

〇電波伝般調査
防災行政無線（同報系・移動系）整備
に必要である、市役所本庁舎及び関支
所からの市内全域への電波・伝般状況
を調査し、整備が可能であることを確
認した。
〇整備方針の決定
災害発生時の確実な情報発信、情報弱
者（避難行動要支援者）への情報伝達
及び収集など基本方針を設定し、具体
的な整備項目や整備スケジュール、シ
ステムの使用用途などを決定した。

〇実施設計
電波伝搬調査の結果を踏まえ、導入可
能なシステムを具体的に検討、業務の
DX化、情報伝達の重層化が実施可能
であることを確認した。
〇整備方針の修正
能登半島地震の教訓の反映等、整備方
針の再検討を行い、情報伝達手段の主
体を屋外拡声子局から防災アプリを使
用とした伝達に修正した。

○整備工事
改訂した整備方針に基づき、６月に補
正計上、９月に工事契約議決、１０月
から整備工事に着手した。避難発令判
断システムや防災アプリの開発、土砂
災害等の災害リスクの高い孤立の恐れ
のある地域５ヶ所へのデジタルスピー
カーの設置工事、システム設備の基礎
となる架台や配線等を設置した。

防災アプリへの加入促進、無線機等の
使用方法の説明、旧設備撤去に係る地
域説明等が必要である

B
まずまず進

んだ

防災情報伝達システム整備方針のとお
り、令和6年・7年の2ヶ年で整備（事
業を継続）し、令和8年4月に運用開
始予定。

防災安全課
防災安全グ
ループ

③
（5）
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(５) 防災や被
災者支援の仕
組みの構築

メール配信シ
ステムの運用

安心で、安全なまちづくりに
向け、防災・防犯・気象警
報・市からのお知らせ等をあ
らかじめメールアドレスを登
録したユーザーに配信する。
また、非常時における職員参
集メールや、幼稚園、保育
園、小・中学校等において、
保護者等に連絡メールを配信
する。（安心めーる、幼・
保・学校メール 、職員参集
メール）

メール配信システムの運用に
よる安心・安全なまちづくり

メール配信
システムの
管理
かめやま・
安心めーる
の配信

メール配信
システムの
管理
かめやま・
安心めーる
の配信

メール配信
システムの
管理
かめやま・
安心めーる
の配信

メール配信
システムの
管理
かめやま・
安心めーる
の配信

メール配信
システムの
管理
かめやま・
安心めーる
の配信

「緊急情報、防犯情報、イベント情
報、お知らせ、気象情報」等、121件
の「かめやま・安心めーる」を配信し
た。なお、令和4年度末の登録者数
は、4,917人である。

「緊急情報、防犯情報、イベント情
報、お知らせ、気象情報」等、121件
の「かめやま・安心めーる」を配信し
たほか、公式Lineの導入に伴い、配信
に至る業務フローの整理を行った。
（令和５年度末の登録者数:4,831
人）
また、幼・保・学校等において、
1,340件の連絡メールを配信した。
（令和５年度末の登録者数:6,429
人）

「緊急情報、防犯情報、イベント情
報、お知らせ、気象情報」等、149件
の「かめやま・安心めーる」を配信し
た。（令和6年度末の登録者数:
4,795人）また、幼・保・学校等にお
いて、件の連絡メールを配信した。
（令和6年度末の登録者数:6,429
人）

他の情報伝達手段に対する「メール配
信システム」の位置づけ等について、
必要に応じて、整理を行う必要があ
る。

A
順調に進ん

だ

安心で、安全なまちづくりに向け、防
災・防犯・気象警報・市からのお知ら
せ等を配信するほか、非常時における
職員参集メールとして活用する。

政策部DX推
進室

③
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(５) 防災や被
災者支援の仕
組みの構築

津・鈴鹿・亀
山３市消防指
令業務共同運
用事業

津市・鈴鹿市・亀山市の３市
での法定協議会を設立し、消
防指令センターの共同運用に
向け、設計業務及び整備工事
を行う。

３市で消防指令センターを共
同運用することで、広域的な
災害対応や初動体制の強化、
人員の効率的な運用等、消防
行政サービスの向上を図ると
ともに、運営に係る経費の低
廉化を図る。

連携・協力
実施計画の
策定、
法定協議会
の設立

実施設計 整備工事 整備工事
本格運用開
始

津・鈴鹿・亀山消防連携・協力実施計
画を策定した。
津市、鈴鹿市及び亀山市消防通信指令
事務協議会を設置した。

消防指令業務共同運用実施設計業務委
託を完了した。
津市、鈴鹿市及び亀山市消防通信指令
事務協議会に分科会を設置し、諸課題
について検討を進めた。

整備工事の開始に伴い、3市と受注者
において作業部会を設置し、詳細な検
討を行うとともに、昨年度に設置した
分科会では、多岐にわたる専門性の高
い事務について調整を進めている。

消防指令センターの本格運用に向け
て、整備工事を着実に推進するととも
に多岐にわたる専門性の高い事務を３
市で調整していく必要がある。

A
順調に進ん

だ

令和６年度に引き続き、津市、鈴鹿市
及び亀山市消防通信指令事務協議会に
おいて、詳細な検討を進める。

消防本部消
防総務課総
務・消防団
グループ
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(６) 情報格差
への対応

デジタル・
ディバイドを
解消するため
の学びの機会
の創出

公民館講座やかめやま人キャ
ンパス講座において、デジタ
ル・ディバイドを解消するた
めの講座を企画・実施する。

デジタル・ディバイドを解消
するための講座の開催数
R8 20回

デジタル・
ディバイド
を解消する
ための講座
の実施

継続 継続 継続 継続

かめやま人キャンパス講座において、
活動報告、学びのガイドブックへの掲
載内容についての意見交換をハイブ
リッド方式で行った。

公民館講座では、デジタルディバイド
解消につながる講座を併せて実施し
た。また、かめやま人キャンパスで
は、SNSやCANVA・ChatGPTといっ
た先端ツールの活用について学べる講
座を実施した。

公民館講座では、デジタルディバイド
解消につながる講座を実施し、かめや
ま人キャンパスでは、SNSやCANVA
といったツールの活用について学べる
講座を継続実施した。また、各コミュ
ニティセンターでの講座実施時等に
は、アプリｄｅウェルネス推進事業
（健康政策課）などの啓発等も行っ
た。
かめやま人キャンパス:4回
公民館:19回
合計:23回

講座を継続実施していくにあたり、講
師として専門性を有する人材の確保が
必要である。

A
順調に進ん

だ

公民館講座では、デジタルディバイド
の解消につながる講座を継続実施して
いくとともに、かめやま人キャンパス
について、その主旨に沿いつつ、講座
を継続して実施していけるよう人材確
保等に努めていく。

教育委員会
事務局生涯
学習課社会
教育グルー
プ

③
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(６) 情報格差
への対応

図書館貸出タ
ブレット端末
整備
【再掲】

亀山市立図書館の駅前移転
(R5.1開館)に合わせ、利用者
の利便性向上と教養、調査研
究、レクリエーションの目的
ため、タブレット端末(iPad
10台)を整備し、館内貸与及
びレファレンスサービスを行
う。（イニシャルのみ生涯学
習課の主要事業）

レファレンスなど図書館サー
ビスの基本を実行するため、
情報社会に即した環境を整備
する。

整備 継続 継続 継続 継続

亀山市立図書館の駅前移転(R5.1開
館)に合わせ、タブレット端末を整備
し、館内貸与を行っている。

タブレット端末を整備により、館内貸
与を行っている。

整備したタブレット端末で館内貸与を
行っている。
令和6年度貸出実績59件

端末の貸出利用がある。利用者への情
報検索をしての案内に活用している。
活用を広げていく必要がある。レファ
レンスの数が少ないため、

A
順調に進んだ

引き続き館内貸出の運用を行ってい
く。
レファレンスや図書館情報システムの
web機能の説明などに活用の用途を
広げていく。 教育委員会

事務局図書
館

③
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(６) 情報格差
への対応

電子図書館整
備

亀山市立図書館の駅前移転
(R5.1開館)に合わせ、利用者
の利便性向上と教養、調査研
究、レクリエーションのた
め、電子図書館を整備、電子
図書の貸与を行う。（イニ
シャルのみ生涯学習課の主要
事業）

利用者の利便性向上。
来館が困難である方などへの
サービスを充実させる。
利用者のパソコン・スマホ
や、館内貸出端末から電子図
書館にアクセス、電子図書を
借りることができるよう電子
図書館を整備する。

整備 継続 継続 継続 継続

亀山市立図書館の駅前移転(R5.1開
館)に合わせ、電子図書館を整備し、
電子図書の貸与を行った。
利用案内(パスファインダー)を作成
し、図書館見学の小学生などに配布、
広報誌・行政情報番組での広報を行
い、利用促進を行った。

電子図書を整備し、電子図書の貸与を
行った。
利用案内(パスファインダー)を、図書
館見学の小学生などに配布、公民館講
座で利用案内や操作説明、広報紙・行
政情報番組での周知による利用促進を
図った。

 電子図書を整備し、電子図書の貸与
を行っている。令和6年11月からは市
内小中学校との連携により、授業等で
の活用も開始し、児童・生徒への情報
活用能力育成にも資する取組が進んで
いる。広報紙・パスファインダー等を
通じた周知を行い、利用促進を図っ
た。

電子図書館の認知度の向上及び利用方
法の周知を継続して行う必要がある。

A
順調に進んだ

電子図書の整備及び電子図書館の運用
を引き続き行っていく。
利用案内資料や講座を活用し、認知と
利用の拡大を図る。あわせて学校教育
や市民講座等との連携を強め、多様な
世代に向けた利用促進を行う。

教育委員会
事務局図書
館



亀山市行政DX推進計画 令和6年度実績集計

基本方針別評価

第１節 行政サービスのDX 第２節 行政経営のDX 第３節市民・地域のDX 合計 割合

A 順調に進んだ 11 41 9 61 66.3%
B まずまず進んだ 8 10 6 24 26.1%
C あまり進まなかった 2 2 1 5 5.4%
D 進まなかった 0 1 1 2 2.2%
計 21 54 17 92 100%

※全体の取組数としては85だが、再掲があるため、のべ92となる

評価区分
節

A
52%

B
38%

C
10%

第１節 行政サービスのDX

A
76%

B
18%

C
4%

D
2%

第２節 行政経営のDX

A
53%

B
35%

C
6%

D
6%

第３節市民・地域のDX


